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会 議 日 

 令和６年２月２９日 木曜日 

 

会議の出席者 

 

            川本総裁 古屋人事官 伊藤人事官 

           （幹 事）   柴﨑事務総長、役田総括審議官 

           （説明員）  （職員福祉局） 

             西職員福祉課長 

（給与局） 

益田課長補佐（給与第二課制度班）、 

             山口課長補佐（給与第三課手当第一班） 

 

 議 題 

人事院規則１―８２（一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

の一部の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則）の制定等 

 

 議事の概要 

  

○ 議題「人事院規則１―８２（一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正

する法律の一部の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則）の制

定等」について、担当局から別添のとおり説明があった。 

 

○ これに対し、分かりやすい制度解説資料が現場の職員の手に届くよう、引き続

き取り組んでほしい、との意見があった。 

 

○ 議題については、三人事官一致で議決された。 
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令和５年「職員の勤務時間の改定に関する勧告」等を踏まえた各種制度の 

見直しに関する関連人事院規則等の一部改正等について 

 

令和６年２月29日  

職 員 福 祉 局 

給 与 局 

 

人事院は、フレックスタイム制の活用により、勤務時間の総量を維持した上で、週１

日を限度に勤務時間を割り振らない日を設定できる措置の対象を一般の職員にも拡大す

るため、令和５年８月の人事院勧告において「職員の勤務時間の改定に関する勧告」を

行い、同年11月には、この勧告内容を含む一般職の職員の給与に関する法律等の一部を

改正する法律（令和５年法律第73号）が成立し、公布された。 

また、同勧告の「公務員人事管理に関する報告」においては、柔軟な働き方を実装す

るための制度改革の推進等のため、上記フレックスタイム制の見直しのほか、期間業務

職員についても常勤職員のフレックスタイム制と同様の勤務時間の定め方を可能とする

こと、勤務間のインターバル確保に関する各省各庁の長の責務を法令上明確化すること

等も表明した。 

これらの内容を実現するとともに、制度の柔軟化を職員の柔軟な働き方の実現につな

げていく観点から制度の合理化・簡素化による事務負担軽減を図ることとし、次のとお

り必要な人事院規則の改正等を行うこととしたい。（なお、各府省・職員団体に対して

は、別添の措置要綱を用いて協議済み。） 

 

１ 人事院規則１―８２（一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一

部の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則）の制定……別紙１ 

 

⑴ 人事院規則１―３４（人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置）

の一部改正［第２条関係］ 

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（以下「勤務時間法」という。）の

一部改正及び⑽に伴い、人事管理文書の区分及び例について規定の整備を行う。 

 

⑵ 人事院規則１―７９（国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事

院規則の整備等に関する人事院規則）［第３条関係］ 

⑽に伴い、暫定再任用職員を定年前再任用短時間勤務職員等とみなして改正後の人

事院規則１５―１４の規定を適用する経過措置について規定の整備を行う。 
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⑶ 人事院規則９―７（俸給等の支給）の一部改正［第４条関係］ 

フレックスタイム制に基づく「勤務時間を割り振らない日」を設けることができる

ようになることに伴い、当該日を設定した職員が月の途中で俸給の支給義務者を異に

して移動する場合における日割計算の取扱いについて規定の整備を行う。 

 

⑷ 人事院規則９―１５（宿日直手当）の一部改正［第５条関係］ 

人事院規則１５―１４第13条第１項第３号の特別宿日直に係る規定順等の改正に

伴い、同号を引用する規定の整備を行う。 

 

⑸ 人事院規則９―４０（期末手当及び勤勉手当）の一部改正［第６条関係］ 

フレックスタイム制に基づく「勤務時間を割り振らない日」を設けることができる

ようになることに伴い、勤勉手当の勤務期間について、病気休暇等に係る除算期間の

算定における30日の計算の取扱いについて規定の整備を行う。 

 

⑹ 人事院規則９―８２（俸給の半減）の一部改正［第７条関係］ 

フレックスタイム制に基づく「勤務時間を割り振らない日」を設けることができる

ようになることに伴い、当該日を設定した職員の俸給の半額が減ぜられる場合におけ

る期間及び日割計算の取扱いについて規定の整備を行う。 

 

⑺ 人事院規則１０―７（女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉）の一部改正［第

８条関係］ 

勤務時間法第６条第４項の削除に伴い、保育時間等に係る規定の整備を行う。 

 

⑻ 人事院規則１０―１１（育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及

び超過勤務の制限）の一部改正［第９条関係］ 

早出遅出勤務の請求が可能な職員の範囲について、フレックスタイム制における育

児介護等職員の範囲を踏まえ、小学校に就学している子のある職員に付している要件

を削除する改正を行うとともに、勤務時間法の改正等に伴う規定の整備を行う。 

 

⑼ 人事院規則１０―１５（妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等）

の一部改正［第 10条関係］ 

勤務時間法第６条第４項の削除に伴い、ハラスメントの定義に係る規定の整備を行う。  
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⑽ 人事院規則１５―１４（職員の勤務時間、休日及び休暇）の一部改正［第11条関係］ 

 ※【】内は改正後の該当条項 

① フレックスタイム制の見直し等 

ア 勤務時間を割り振らない日を設定できる措置の対象の拡大に伴う措置 

  勤務時間の総量を維持した上で、週１日を限度に勤務時間を割り振らない日を

設けることができる措置の対象を一般の職員にも拡大することを踏まえ、フレッ

クスタイム制に係る勤務時間の割振りの基準及び手続を見直す。 

※ 別途、フレックスタイム制に基づく勤務時間の勤務開始後の割振り変更を可

能とするため、事務総長通知の改正を行うこととする。 

【第３条、第３条の２、第４条、第４条の３第１項】 

 

イ 関連制度及び規定の合理化・簡素化 

ⅰ 職員の区分の廃止・基準の統一化 

  アに伴い、一般の職員について、研究職職員、特定専門スタッフ職員、矯

正医官等に分類されている現行の区分を廃止し、基準を統一化する。 

【第３条】 

ⅱ 事務手続の簡素化 

  フレックスタイム制の「申告簿」、「割振り簿」及び「休憩時間申告簿」

を廃止し、これらの手続を統合した「申告・割振り簿」を新設する。また、

アに伴い、育児介護等職員の「状況届」及び「状況変更届」を廃止する。 

【第４条の２、第４条の３第２項・第３項、第７条第４項・第５項】 

 

ウ その他 

ア及びイのほか、勤務時間法の改正等その他組織改正に伴う規定の整備を行う。 

【第５条、第６条、第７条第２項、第９条、第10条、第12条の２、第13条、 

第21条、第23条、第32条】 

 

② 勤務間のインターバル確保 

勤務時間法第４条第１項に規定する各省各庁の長の責務(職員の健康及び福祉を

考慮し、適正な勤務条件を確保）に基づくものとして、勤務の終了からその次の

勤務の開始までの間において、勤務間のインターバル（職員の健康及び福祉の確

保のために必要な時間）を確保するよう努めなければならない努力義務規定を新

設する。 

【第１条の２】 
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※ 各府省における職員の健康確保に向けた取組を支援する観点から、別途、職

員福祉局長通知を発出し、勤務間のインターバル確保に係る時間の目安（11時

間）や取組の具体例等を示すこととする。 

 

⑾ 人事院規則１５―１５（非常勤職員の勤務時間及び休暇）の一部改正［第 12条関係］ 

非常勤職員である期間業務職員について、業務の性質等に応じ、 各省各庁の長の判

断により、職員の申告を考慮し、常勤職員のフレックスタイム制と同様に勤務時間を

定めることを可能とする。また、勤務時間法第６条の改正に伴う規定の整備を行う。 

 

⑿ 勤務時間法の一部改正に伴う経過措置［附則第２条関係］ 

 ⑽により令和７年４月１日からフレックスタイム制の新基準が施行されることに伴

い、旧基準に基づく単位期間が同日をまたがないようにするため、必要な限度におい

て当該単位期間を短縮することを可能とする。 

 

２ 人事院事務総長に対する勤務時間等関係権限の委任のための人事院公示（平成６年人

事院公示第14号）の一部改正……別紙２ 

上記１の人事院規則の改正に伴い、人事院が定めることとされている事項等について

定める人事院の権限を人事院事務総長に委任する等の改正を行う。 

 

３ 改正法の施行に伴う寒冷地手当の支給に関する定めに関する勧告……別紙３ 

 フレックスタイム制に基づく「勤務時間を割り振らない日」を設けることができるよ

うになることに伴い、寒冷地手当を日割り計算によって支給する場合において、その基

礎となる勤務日数を算出するに当たっては、週休日に加え、「勤務時間を割り振らない

日」についても現日数から差し引く対象とするよう、寒冷地手当支給規則（昭和39年総

理府令第33号）の改正について内閣総理大臣に勧告する。 

 

４ 公布日、施行日等 

  １について：令和６年３月29日公布、令和７年４月１日施行（１⑿については公布

日、１⑷並びに１⑽①（ウの組織改正に係る部分に限る。）及び②に

ついては令和６年４月１日に施行） 

  ２について：令和６年３月29日公示、令和７年４月１日効力発生（１⑿に係る部分に

ついては、公示日に効力発生） 

  ３について：令和６年３月１日勧告 

以   上 
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令和５年「職員の勤務時間の改定に関する勧告」等を踏まえた 

各種制度の見直しに関する措置要綱 

 

令 和 ６ 年 ２ 月 

人事院職員福祉局 

 

Ⅰ 背景 

人事院は、令和５年８月に、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成６

年法律第33号。以下「勤務時間法」という。）等に基づく「職員の勤務時間の改定に関す

る勧告」を行い、フレックスタイム制の活用により、勤務時間の総量を維持した上で、

週１日を限度に勤務時間を割り振らない日を設定することができる措置の対象を一般の

職員にも拡大することとした。令和５年11月には、勧告内容を実現するため、一般職の

職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第73号。以下「改正法」

という。）が成立し、同月公布された。 

また、勧告と同時に行った「公務員人事管理に関する報告」において、柔軟な働き方

を実装するための制度改革の推進等のため、フレックスタイム制による勤務開始後の勤

務時間の割振り変更や、期間業務職員に対して常勤職員のフレックスタイム制と同様の

勤務時間の定め方を可能とするとともに、勤務間のインターバル確保に関する各省各庁

の長の責務を法令上明確化することを表明した。 

上記の勧告及び報告で表明した内容の実現のほか、制度の柔軟化を職員の柔軟な働き

方につなげていく観点から、制度の合理化・簡素化による事務負担軽減が必要であるこ

とにも鑑み、勤務時間制度に関する人事院規則等に関し、以下の改正等を行うこととす

る。 

 

Ⅱ 措置の内容 

１ フレックスタイム制の見直し等 

(1) 勤務時間を割り振らない日を設定できる措置の対象の拡大に伴う措置【規則事項】 

改正法により、各省各庁の長が、一般の職員について、勤務時間の総量を維持し

た上で、現行の育児介護等職員と同様に、勤務時間を割り振らない日を設けること

が可能となることを踏まえ、一般の職員に係る勤務時間の割振りの基準及び手続を

現行の育児介護等職員と同一のものとする。 

なお、単位期間に関しては、原則４週間とされているところ、育児介護等職員に

限り、１～４週間のうち職員が選択する期間とする取扱いは維持する。 
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〔説明〕 

個々の職員の健康確保や希望・事情に応じた働き方がより一層可能となるよう、

一般の職員について、育児介護等職員と同様に、週１日を限度に、コアタイム及

び１日の最短勤務時間数の免除日を職員が希望する日に設定できるようにする。 

また、今回の勤務時間法の改正により、従来は育児介護等職員に限り認められ

ていた勤務しない日の追加が一般の職員にも認められることとなり（※）、勤務時

間の割振り等の基準に係る差異が縮小することを踏まえ、最短勤務時間数及びコ

アタイムの基準についても、一般の職員と育児介護等職員とで同一とする。 

ただし、育児介護等職員の単位期間については、４週間先の予定を事前に立て

ることが難しい場合もあることを踏まえ、引き続き１～４週間の範囲内で職員が

単位期間を選択できることとする。 

（※）勤務時間を割り振らない日は、公務運営に支障が生じない場合に設けることができるも

のであるため、フレックスタイム制の円滑な運用を確保する観点からは、職員から申告がな

されたとしても、公務運営の支障により希望どおり勤務時間を割り振らない日を設けるこ

とが困難である部署や期間等が事前に明らかである場合、合理的かつ必要最小限な範囲と

した上で、その旨を内規等で明示することも認められる。 

 

(2) フレックスタイム制に基づく勤務時間の勤務開始後の割振り変更【運用通知事項】 

各省各庁の長が、業務の状況の変化等の事情がある場合において、職員から申告

があったときは、公務の運営に支障がないと認める範囲において、その日の勤務時

間の割振りを将来に向かって変更することを可能とする。 

〔説明〕 

勤務時間の割振りは、適切な執務体制の確保の観点から、勤務開始前に行うこ

とが原則である。他方で、当初想定していた業務の状況が勤務開始後に変化した

こと等から、職員が当日の勤務時間の変更を申告した場合で、各省各庁の長が、

当該変更を行っても公務の運営に支障がないと認めるときは、将来に向かって勤

務時間の割振りの変更ができるようにする。 

この場合における割振り変更の基準や手続は、通常の勤務時間の割振り変更と

同様だが、臨時・緊急の業務が生じた場合など事前に事務手続を行うことが困難

なときは、各省各庁の長からあらかじめ変更内容について口頭やメール等で承認

を得られていれば、事務的な手続は事後に行うことも認められる。 

 

(3) 勤務間のインターバル確保の要請に対応する措置【運用通知事項】 

  ３に掲げる「勤務間のインターバル確保に関する努力義務規定の創設」に伴い、

各省各庁の長が、職員の勤務間のインターバル確保を図るため、コアタイムの時間
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帯に勤務時間を割り振らないことができるようにする。 

〔説明〕 

超過勤務による職員の疲労の蓄積を防ぐためなどの理由がある場合に、各省各庁

の長は、コアタイムに勤務時間を割り振らないことができることとしているが、当

該理由に、職員の勤務間のインターバル確保を図るためという観点を追加する。 

※ これにより、各省各庁の長は、コアタイムが午前中に設定されている場合であっても、職

員から割振り変更の申告があり、勤務間のインターバル確保を図るために必要と判断される

場合には、勤務の終了から次の勤務の開始までの時間を確保することが可能となる。 

 

(4) コアタイムの特例が適用されるテレワーク勤務場所の拡大等【運用通知事項】 

  在宅勤務場所と通常の勤務場所（官署）との間の移動のためコアタイムの時間帯

に休憩時間を置くことができる特例の対象となる「在宅勤務」の範囲を見直し、職

員の住居だけでなく、職員の実家等における勤務も対象とする。 

あわせて、勤務時間法第６条第２項の規定により勤務時間が割り振られている職

員（官執勤務職員）が、勤務時間の一部について在宅勤務を行う場合において、在

宅勤務場所から通常の勤務場所への移動を行うため休憩時間を延長することがで

きる特例についても、同様の見直しを行う。 

〔説明〕 

在宅勤務場所と勤務場所との間の移動のためコアタイムの時間帯に休憩時間を

置くことができる特例が措置されているが、現行規定では、本特例が適用される「在

宅勤務」は「職員の住居における勤務」に限られている。 

他方で、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に公務においてもテレワークが

広く浸透した昨今においては、テレワークを行う場所は、各府省等が設置するサテ

ライトオフィス、民間企業等が運営するテレワーク施設、本人や配偶者の実家など、

必ずしも職員の自宅に限られないこと（※１）を踏まえ、本特例の対象とする在宅

勤務の範囲を見直し、職員の住居以外の在宅勤務場所における勤務であっても特例

を適用できるようにする（※２）。 

※１ 現在策定中の「国家公務員におけるテレワークの適切な実施の推進のためのガイドライ

ン（仮称）」においても、テレワーク勤務を行う場所は職員の自宅に限られない旨明記す

る予定。 

※２ 官執勤務職員の休憩時間の延長の特例の見直しも、同様の趣旨で行うもの。 

 

(5) 勤務時間の割振り等の基準に係る別段の定めの特例【運用通知事項】 

   各省各庁の長は、勤務時間の割振り等の基準について別段の定めをする場合に

おいて、当該別段の定めが人事院が定める基準に適合するときは人事院との協議

を要しないものとされているが、当該人事院が定める基準について見直しを行う。 
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〔説明〕 

 現行の人事院との協議を要しない基準は、深夜の時間帯に勤務時間を割り振る場

合について定めており、終業から次の始業までの間隔が短くなるほど休息時間が短

くなり、事故・ケガの発生、疲労蓄積につながり得ることを踏まえ勤務時間の一定

の間隔の確保を求めているものであるが、これについて、今般の改正に際し、局長

通知において勤務間のインターバル確保に係る時間の目安を示すことなども踏ま

え、基準が分かりやすいものとなるよう必要な見直しを行う。 

 具体的には、当該時間帯に勤務時間を割り振る場合には、業務上必要最小限のも

のとなるようにし、かつ、勤務時間の割振りの直前及び直後に少なくとも連続した

11時間の間隔を設けている場合には、人事院との協議を不要とすることとする。

（※） 

※ これらの基準を満たさない勤務時間の割振り等の基準に係る別段の定めをする場合には、

個別に人事院への協議を行うこととなる。 

 

  (6) 関連制度及び規定の合理化・簡素化 

制度の柔軟化を職員の柔軟な働き方につなげるためには、各府省人事当局や各職場

の管理職・庶務担当者の負担軽減が必要であることを踏まえれば、勤務時間制度を可能

な限り合理化・簡素化していくことが求められる。 

現在のフレックスタイム制・早出遅出勤務・休憩時間制度は、いずれも、各職場のニー

ズや、円滑な公務運営の要請といった側面からその時々の合理的な判断により措置され

てきたものであるが、状況の変化を踏まえ、今般の改正を契機に、これらの制度を中心に

必要な見直しを行う。 

 

   ① フレックスタイム制の職員の区分の廃止・基準の統一化【規則・局長通知事項】 

令和５年４月に行った最短勤務時間数及びコアタイムの基準の見直し、改正法

による週休日に係る取扱いの見直しにより、職員の区分間における基準の差異が

少なくなったこと等を踏まえ、前述の育児介護等職員と一般の職員の基準を同一

にすることとあわせて、一般の職員のうち、研究職俸給表の適用を受ける職員、

特定専門スタッフ職員（専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち、調査、

研究又は情報の分析を主として行う職員）、矯正医官等に分類されている現行の

区分を廃止し、基準を統一化する。 

ただし、育児介護等職員及び当該研究職俸給表の適用を受ける職員等について

は、現行の取扱いとのバランスにも配慮して、できる限り職員の申告どおり勤務

時間の割振り等を行うことが望ましい旨を局長通知で周知することとする。 
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 【説明】 

職員の類型 現 行 
改正イメージ 
（基準を統一） 

一般の職員 
（下記以外の職
員） 

【最短勤務時間数】 
２～４時間で各省各庁の長が定める時間 
（これを下回ることができる日（※）を各
省各庁の長が週１日まで設定可） 
 
【コアタイム】 
毎日（※の日を除く） 
２～４時間で各省各庁の長が定める時間 
 
【週休日の追加】 
不可 

【最短勤務時間数】 

２～４時間で各省各庁の長

が定める時間 

（週１日（＃）はこれを下回

ることができる（勤務時間を

割り振らない日を追加して

設ける週を除く）） 

 

【コアタイム】 

毎日（＃の日を除く） 

２～４時間で各省各庁の長

が定める時間 

 

【勤務時間を割り振らない

日の追加】 

可 

 

※ 研究職員その他これに類

する職員として各省各庁の

長が認める者（現行の特定

専門スタッフ職員を想定）

について、公務の能率の向

上のため、必要と認められ

る範囲内で、コアタイムを

月曜日から金曜日までのう

ち１日以上とすることがで

きる規定を創設 

（現行のコアタイムと同様

の運用が可能） 

 

※ 現行の配慮規定の趣旨を

踏まえ、研究職員等、矯正医

官及び育児介護等職員につ

いては、できる限り職員の

申告どおり勤務時間の割振

り等を行うことが望ましい

旨を別途局長通知等で周知 

 

※ 育児介護等職員に係る単

位期間の取扱いは、現行の

仕組みを存置 

研究職員 
（公務能率向上
に資すると認め
る場合） 

【最短勤務時間数】 
２時間 
（これを下回ることができる日（※）を各
省各庁の長が週１日まで設定可） 
 
【コアタイム】 
１日以上（※の日を除く） 
２～４時間で各省各庁の長が定める時間 
 
【週休日の追加】 
不可 

特定専門スタッ
フ職員 
（公務能率向上
に特に資すると
認める場合） 

矯正医官 【最短勤務時間数】 
２時間 
（これを下回ることができる日（※）を各
省各庁の長が週１日まで設定可） 
 
【コアタイム】 
毎日（※の日を除く） 
２時間 
 
【週休日の追加】 
不可 

育児介護等職員 【最短勤務時間数】 
２～４時間で各省各庁の長が定める時間 
（週１日（＃）はこれを下回ることができ
る（週休日を追加して設ける週を除く）） 
 
【コアタイム】 
毎日（＃の日を除く） 
２～４時間で各省各庁の長が定める時間 
 
【週休日の追加】 
可 

（注）コアタイムを設定する時間（９時～16時）、フレキシブルタイム（５時～22時）及び育児短
時間勤務職員に関する基準（最短勤務時間数：２時間、コアタイム：なし、勤務しない日
の追加：不可）は、変更なし。 
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② 休憩時間に関する要件の見直し【運用通知事項】 

   休憩時間については、人事院が定める事由に該当する場合には、これを分割、

延長若しくは短縮し、又は短時間の休憩を追加することができることとされてい

るが、当該事由について、フレックスタイム制における休憩時間の取扱い（30 分

以上の休憩時間を任意に設定可能）との均衡等を考慮し、必要な見直しを行う。 

 

【説明】（下線部が改正箇所） 

 現行 改正イメージ 

分割 休憩時間を正午から午後１時に置

くことにより業務を処理するため

の必要な要員の確保が困難となる

場合 

休憩時間を標準的な休憩時間に置

くことにより業務を処理するため

の必要な要員の確保が困難となる

場合 

延長 ・勤務時間の一部において在宅勤

務（職員の住居における勤務に限

る。）を行う場合に、職場と自宅を

移動するとき 

等 

・勤務時間の一部において在宅勤

務を行う場合に、職場と在宅勤務

場所を移動するとき 

 

等 

短縮 ・小学校就学の始期に達するまで

の子を養育するとき 

・小学校等に就学している子を送

迎するために自宅以外に赴くとき 

・要介護者の介護をするとき 
 
等 

・職員が、小学校就学の始期に達す

るまでの子若しくは小学校等に修

学している子の養育又は要介護者

の介護をするとき 

※ フレックスタイム制における育児

介護等職員と同一とする。 

※ 人事院規則 10―11（育児又は介護

を行う職員の早出遅出勤務並びに深

夜勤務及び超過勤務の制限）で定める

育児を行う職員の早出遅出勤務にお

いても同様の改正を予定 

等 

追加 － － 

※ 事由の変更なし。なお、基本となる

休憩時間を置く時間帯については、現

行の「正午から午後１時」を「標準的

な休憩時間」に改正 

※ 休憩時間を延長又は追加した場合において、始業の時刻は午前５時以後に、終業の時刻は午後

10 時以前に設定することを必要とする基準や、職員からの申告に基づき特例を認める取扱いは

維持する。  
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③ 申告簿・割振り簿の統合、休憩時間申告簿の廃止【規則事項】 

   ④ 育児介護等職員に係る状況届及び状況変更届の廃止【規則事項】 

 ⑤ フレキシブルタイムに関する人事院への報告規定の削除【運用通知事項】 

⑥ フレックスタイム制に基づく勤務時間の割振り等を行った場合の通知方法の

柔軟化【運用通知事項】 

〔説明〕 

③ 現行規定では、フレックスタイム制に係る職員の申告は「申告簿」により、各

省各庁の長による勤務時間の割振り等は「割振り簿」により、それぞれ行うこと

としているが、規定の簡素化等のためこれらを統合し、申告及び勤務時間の割振

り等は「申告・割振り簿」により一体的に行うこととする。 

 また、職員の休憩時間は、正規の勤務時間中に置かれるものであり、勤務時間

の割振りが定まれば自ずと休憩時間も定まることを踏まえれば、フレックスタ

イム制の申告と併せて休憩時間についても申告を行うことが合理的であるた

め、「休憩時間申告簿」を廃止し、上記の「申告・割振り簿」に統合する。 

これにより、人事管理文書として保存しなければならない「簿」を、２種類削

減できる。 

④・⑤ 育児介護等職員に係る「状況届」及び「状況変更届」を廃止する（※）ほ

か、多くの府省においてフレキシブルタイムの時間帯が５時から22時までの間

に設定されている実態を踏まえ、当該時間帯の開始を午前８時より後に設定し、

又は終了を午後８時より前に設定する場合の人事院への報告規定を削除する。 

（※）単位期間の特例は引き続き存置するため、当該特例の適用を受ける職員は、育児介護等

職員でなくなった場合にはその旨を各省各庁の長に報告するものとする。また、各省各庁の

長は、必要に応じて、育児介護等職員であることの証明書類の提出を求めることができるも

のとする。 

⑥ 各省各庁の長がフレックスタイム制に基づく勤務時間の割振り等を行った場

合、各勤務日の正規の勤務時間及び休憩時間等を記載した文書により職員への

通知を行うこととされている。当該「文書」とは、必ずしも書面を交付すること

を意味するものではなく、メールや共有フォルダの活用等により通知すること

も可能であるが、今後の勤務時間管理のシステム化に伴い職員への通知方法の

多様化が考えられるところ、一定の書式による必要がないことを明確にする。 

 

 ⑦ 早出遅出勤務に係る関連規定の整理・統合【局長通知事項】 

   早出遅出勤務に係る関連規定（育児・介護を行う職員の早出遅出勤務に係るも

のを除く。）に関し、各府省人事当局や職員にとって制度を分かりやすいものとす

る観点から、各局長通知で規定されている内容等を整理・統合する。 
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〔説明〕 

現行の早出遅出勤務の類型として、「疲労蓄積防止のための早出遅出勤務」、「修

学等のための早出遅出勤務」、「障害の特性等に応じた早出遅出勤務」（いずれも局

長通知）のほか、「業務上の早出遅出勤務」（個別通知なし。勤務時間法第４条及び

第６条２項等を根拠として行うもの）、「育児・介護を行う職員の早出遅出勤務」（人

事院規則10―11）がある。 

このうち、「育児・介護を行う職員の早出遅出勤務」は民間労働法制との均衡の

ため引き続き人事院規則で規定することが必要であるものの、他の早出遅出勤務に

関しては、制度体系を分かりやすくし、フレックスタイム制とともに職員が利用し

やすいものとするため、関連通知の整理・統合を行う（※）。 

※ 分かりやすさの観点から関連通知を整理・統合するものであり、手続等の制度の大枠を見

直すことは想定していない。 

 

 ⑧ その他関連規定の見直し【規則・運用通知事項】 

   現行の人事院規則 15―14（職員の勤務時間、休日及び休暇）や運用通知等のフ

レックスタイム制及び休憩時間等に係る規定に関し、各府省人事当局や制度利用

者ができる限り分かりやすいものとなるよう見直す。 

 

２ 非常勤職員のフレックスタイム制【規則・運用通知事項】 

   非常勤職員である期間業務職員について、業務の性質等に応じ、 各省各庁の長の判

断により、職員の希望を踏まえ、常勤職員のフレックスタイム制と同様に勤務時間を

定めることを可能とする。 

具体的には、各省各庁の長は、期間業務職員について、期間業務職員の申告を考慮

して当該期間業務職員の勤務時間を定めることが公務の運営に支障がないと認める場

合には、期間業務職員の申告を経て、当該期間業務職員の勤務時間を定めることがで

きることとする。 

〔説明〕 

期間業務職員の中には、常勤職員と類似した勤務形態で勤務する職員も多いとこ

ろ、このような職員についても、各省各庁の長の判断により常勤職員と同様に柔軟

な働き方の推進を可能とすることで、職員のワーク・ライフ・バランスの実現等に

つながると考えられるため、業務の性質等に応じてフレックスタイム制と同様の勤

務時間の定め方が可能となるよう、１日の勤務時間の上限等の規定を見直すもので

ある。 

具体的には、フレックスタイム制と同様の勤務時間の定め方によることとなる期

間業務職員の勤務時間について、１日につき７時間45分を超えない範囲で定めるこ
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ととされている要件を削除し、常勤職員の１週間当たりの勤務時間（38時間45分）

を超えない範囲内で定めることとする。 

なお、期間業務職員に関しても、上記の方法により勤務時間を柔軟に定める際は、

常勤職員のフレックスタイム制と同様、職員の申告を考慮して行うことが必要であ

る。そのほか、勤務時間を定める際の基準は、常勤職員の基準（単位期間の取扱い

を含む。）を考慮するとともに、申告・勤務時間の定めに係る手続については、常

勤職員の申告・割振りに係る手続に準じて行う（※）こととする。 

※ 申告・勤務時間の定めに係る手続により生じた人事管理文書の保存期間についても、常勤

職員に準じて取り扱うこととなる。 

 

３ 勤務間のインターバル確保 

(1) 努力義務規定の創設【規則事項】 

 勤務時間法第４条第１項に規定されている各省各庁の長の義務（※）を具体化する

ものとして、人事院規則において、勤務（超過勤務を含む。以下同じ。）の終了からそ

の次の勤務の開始までの間において、職員の健康及び福祉の確保のために必要な時

間（勤務間のインターバル）を確保するよう努めなければならない旨の規定を新設

する。 

※ 各省各庁の長は、同項において、職員の健康及び福祉を考慮することにより、職員の適正な

勤務条件の確保に努めなければならないこととされている。 

〔説明〕 

勤務間のインターバルにより、睡眠時間を含む生活時間を十分に確保すること

は、健康の維持のために不可欠であるとともに、仕事と生活の調和がとれた働き方

を追求するためにも重要であり、公務職場の魅力向上のほか、公務能率の一層の向

上につながることも期待される。また、民間労働法制では勤務間インターバルを確

保した労働時間の設定が法律上事業主の努力義務とされており、令和３年７月に閣

議決定された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」においては、勤務間イ

ンターバル制度の導入に関する数値目標が設定され、公務員についても、目標の趣

旨を踏まえ、必要な取組を推進することとされている。 

これらを踏まえると、国家公務員についても、勤務間のインターバル確保の取組

を早期に推進していく必要があるため、各省各庁の長の勤務間のインターバル確保

に努める責務を法令上明確にすることとする。 

 

   (2) 勤務間のインターバル確保に係る時間の目安【局長通知事項】 

  今後の各省各庁の長における取組に際し、統一的な指針を示す必要があると考えら

れるため、勤務間のインターバル確保に係る時間の目安として「11 時間」を示す。 



【別添】 

10 

〔説明〕 

(1)において措置する「職員の健康及び福祉の確保のために必要な時間」につい

ては、あくまで努力義務規定であり、また、適切な行政サービスの提供も重要であ

ることから、現状、制度上の厳格な基準として、人事院規則等で「確保すべき時間」

を措置することはしない。 

他方、今後、各省各庁の長に対して、勤務間のインターバル確保に向けた「努力」

を求める際に、各職場において勤務の終了から次の勤務の開始までの時間をどの程

度確保することを目指すのかの参考となるよう、勤務時間制度等に関する研究会の

最終報告において「11時間」が相当とされていることを踏まえ、局長通知において

これを「目安」として示すこととする。 

  

【参考】勤務時間制度等に関する研究会 最終報告 

Ⅴ．勤務間インターバル 

（略） 

 勤務間インターバルの時間数については、脳・心臓疾患の明らかなリスク上昇が報告

されている長時間労働を一定程度防止することが期待できること、勤務間インターバル

が短くなるほど休息時間、特に睡眠時間が短くなることが分かっており、休息時間と事

故・ケガの発生程度、疲労蓄積や睡眠の質、及びその他の健康影響には明らかな負の量

反応関係があるといえること、また、勤務間インターバル制を導入している諸外国の例、

ヒアリングを行った民間企業や国土交通省航空局の例などを踏まえれば、原則とすべき

時間数を11時間とすることが適当であると考える。（以下略） 

 

   (3) 勤務間のインターバル確保に係る取組の例示【局長通知事項】 

各省各庁の長は、超過勤務命令の上限等に関する制度について、人事院規則等に

沿った適切な運用を行う必要があることに加え、今般の努力義務規定を踏まえ、勤務

の終了から次の勤務の開始までの時間について、職員の健康及び福祉のため必要な

時間を可能な限り確保することが求められることとなるが、その具体的な内容は、各職

場における職務内容や執務体制は様々であることを踏まえれば、各職場に応じた取組

が検討される必要があるものである。 

他方で、国家公務員全体として取組を進めていく観点からは、人事院としても、実施

されることが望ましいと考えられるものをいくつか「例示」として示すことにより、各職場

における取組を支援していく必要もあると考えられる。 

そのため、 

① 「超過勤務を命ずるに当たっての留意点について（平成３１年２月１日職職―２２）」

等に従い、超過勤務時間の適切な管理等を行うとともに、業務効率化等の超過勤務

縮減に向けた対策を行うこと、 

② 深夜までの勤務を要する状況が続く場合には、早出遅出勤務の活用や、シフトによ
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る当番制とするなどの職員間で負担の分散・軽減を図るためできる限り業務体制を

見直すこと、 

③ フレックスタイム制の見直しにより、コアタイムに勤務時間を割り振らないことがで

きる特例の要件として、「勤務間のインターバル確保を図るため」が併記される（１

（３）①参照）ことも踏まえ、これを各職場の管理職や職員に適切に周知するととも

に、当該特例も含め積極的にフレックスタイム制を活用することができる環境を整備

すること、 

④ 幹部や管理職が率先して、業務プロセスの見直しなどに取り組むほか、部下職員

の資料作成などの業務に係る負担軽減を図ること、率先してフレックスタイム制の活

用など柔軟な働き方を実践することなどにより、効率的に業務遂行できる環境を整

備すること、 

といった取組を例示として示すこととする。 

 

公務においては、適切な行政サービスの維持が求められるため、状況によっては、勤

務間のインターバルの目安である 11 時間を日々確保することが困難な場合が生じるこ

とも考えられる。そのような場合にあっても、できる限り目安の時間に近づくよう上記①

～④のような取組を行い、少しでも終業の時刻を早くするとともに、始業の時刻を遅く

するよう努めることが基本となる。 

その上で、職員の深刻な健康被害を防ぐ観点から、 

・ 各職場において週や月単位で目標を定め勤務間のインターバルを確保できない日

が恒常的に続く状況は避けるよう努めること、 

・ 勤務間のインターバルを確保できない日が一定期間続いた職員については、当該

期間の終了後、フレックスタイム制の活用や休暇を取得しやすい雰囲気の醸成により、

職員の速やかな心身の疲労回復を支援する努力をできる限り講じる必要があること、 

・ 各省各庁の長において、（今後、人事院が行う調査・研究事業の結果も踏まえなが

ら、）確保が困難な要因や課題等を分析し対応を検討すること、 

といった取組を併せて例示として示すこととする。 

 

なお、上記の取組を実効的なものとするためには、効率的な業務遂行に努めることや

職場の意識・慣習等を変えていくことについて、職員の理解・協力を得ながら取り組む

ことが重要であること、今般の努力義務は勤務間のインターバルを確保できなかった職

員に課されるものではないこと、についても併せて示すこととする。 
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Ⅲ 施行期日等 

 (1) 施行期日 

 １及び２は、令和７年４月に施行する。 

 ３は、令和６年４月に施行する。 

〔説明〕 

フレックスタイム制に係る措置については、勤務時間管理システムの改修や非常

勤職員に係る手続の整備等、施行準備に一定期間を要する府省もあると想定される

ため、令和７年４月から施行することとする。 

一方、勤務間のインターバル確保に係る措置については、各省各庁の長に対する

努力義務であること、民間では既に事業主等の責務として法律に規定されているこ

とを踏まえると、今後、公務においても取組を推進していくため、各省各庁の長の

責務を早期に法令上明確にすることが適切と考えられることから、令和６年４月か

ら施行することとする。 

 

(2) 経過措置（施行日直前の単位期間の短縮）【規則・局長通知事項】 

  各省各庁の長が、改正法の施行の日（以下「施行日」という。）の直前の単位期間

について、適正な勤務時間の割振りのため必要な限度において、１週間、２週間又

は３週間とすることを可能とする。 

〔説明〕 

単位期間は４週間とされているため、改正法による改正前のフレックスタイム制

の基準に基づく勤務時間の割振り（以下「改正前の割振り」という。）に係る単位

期間が、施行日をまたぐ場合が生じ得ることから、人事院規則において必要な経過

措置を設けるものである。 

施行日以降は、新たな単位期間を設定の上、改正法による改正後の勤務時間の割

振り等の基準が適用されることを踏まえ、各省各庁の長は、単位期間が施行日をま

たぐこととなる職員については、当該単位期間に限り、１週間、２週間又は３週間

に設定できるようにする。なお、この場合においては、当該単位期間の末日が施行

日の前日以前となるようにしなければならないものとする。（※） 

※ 単位期間が施行日をまたぐ場合は、経過措置の適用により当該単位期間を短縮することが

基本である。一方で、単位期間は週単位とされているため、施行日までの間に１週間未満（日

単位）の期間が生じ得るところ、当該期間についても（施行日まで途切れることなく）フレ

ックスタイム制の利用を希望する職員も想定される。このような場合においては、経過措置

を適用しない（単位期間を施行日をまたがせ、施行日の前日までフレックスタイム制を利用

させる）対応も許容されるが、改正法の施行に伴い、改正前の割振りのうち施行日以後に係

る部分は無効となるため、各省各庁の長においては、施行日の前日までの期間内において、

可能な限り、１週間当たり 38 時間 45 分（１日当たり７時間 45 分）となるように割り振る
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よう努めることを求める旨、局長通知で周知する。 

 

(3) 関連人事院規則の改正等【規則・運用通知事項】 

フレックスタイム制において「勤務時間を割り振らない日」を設けることその他

今般の勤務時間法及び人事院規則 15―14 の改正等に伴い、同規則以外の人事院規

則や運用通知等に関して所要の改正を行う。 

以   上 
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制
適
用
職
員
以
外
の

報
告
の
文
書

職
員
の
週
休
日
及
び

第
七
条
第
四
項
の

申
告
・
割
振
り
簿

勤
務
時
間
の
割
振
り

申
告
の
文
書

等
の
明
示
の
文
書



第
九
条
第
一
項
の

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム

第
十
六
条
の
三
第

超
勤
代
休
時
間
の
指

明
示
の
文
書

制
適
用
職
員
以
外
の

五
項
又
は
第
十
七

定
を
希
望
し
な
い
旨

職
員
の
週
休
日
及
び

条
第
二
項
の
申
出

の
申
出
の
文
書

勤
務
時
間
の
割
振
り

の
文
書

代
休
日
の
指
定
を
希

等
の
明
示
の
文
書

望
し
な
い
旨
の
申
出

第
十
六
条
の
三
第

超
勤
代
休
時
間
の
指

の
文
書

五
項
又
は
第
十
七

定
を
希
望
し
な
い
旨

第
二
十
七
条
第
一

休
暇
簿
（
年
次
休
暇

条
第
二
項
の
申
出

の
申
出
の
文
書

項
の
休
暇
簿

用
）

の
文
書

代
休
日
の
指
定
を
希

休
暇
簿
（
病
気
休
暇

望
し
な
い
旨
の
申
出

用
）

の
文
書

休
暇
簿
（
特
別
休
暇

第
二
十
七
条
第
一

休
暇
簿
（
年
次
休
暇

用
）

項
の
休
暇
簿

用
）

第
二
十
七
条
第
三

女
子
職
員
が
出
産
し

休
暇
簿
（
病
気
休
暇

項
の
届
出
の
文
書

た
場
合
の
届
出
の
文

用
）

書

休
暇
簿
（
特
別
休
暇

第
二
十
九
条
第
一

年
次
休
暇
、
病
気
休

用
）

項
の
通
知
の
文
書

暇
、
特
別
休
暇
、
介

第
二
十
七
条
第
三

女
子
職
員
が
出
産
し

の
写
し

護
休
暇
又
は
介
護
時

項
の
届
出
の
文
書

た
場
合
の
届
出
の
文

間
の
承
認
の
決
定
に

書

係
る
通
知
の
文
書
の



第
二
十
九
条
第
一

年
次
休
暇
、
病
気
休

写
し

項
の
通
知
の
文
書

暇
、
特
別
休
暇
、
介

第
二
十
九
条
第
二

病
気
休
暇
、
特
別
休

の
写
し

護
休
暇
又
は
介
護
時

項
の
証
明
書
類

暇
、
介
護
休
暇
又
は

間
の
承
認
の
決
定
に

介
護
時
間
の
事
由
を

係
る
通
知
の
文
書
の

確
認
す
る
た
め
の
証

写
し

明
書
類

第
三
十
三
条
の
要

勤
務
時
間
、
休
日
及

第
三
十
三
条
の
報

勤
務
時
間
、
休
日
及

求
の
文
書

び
休
暇
に
関
す
る
事

告
の
文
書

び
休
暇
に
関
す
る
事

務
の
実
施
状
況
に
つ

務
の
実
施
状
況
に
つ

い
て
の
報
告
の
要
求

い
て
の
報
告
の
文
書

の
文
書

第
三
十
三
条
の
要

勤
務
時
間
、
休
日
及

第
三
条
第
四
項
の

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム

協
議
に
係

求
の
文
書

び
休
暇
に
関
す
る
事

協
議
に
関
す
る
文

制
の
基
準
に
係
る
別

る
定
め
に

務
の
実
施
状
況
に
つ

書

段
の
定
め
に
つ
い
て

よ
ら
な
く

い
て
の
報
告
の
要
求

の
協
議
の
文
書

な
る
日
に

の
文
書

当
該
協
議
に
対
す
る

係
る
特
定

第
三
条
第
二
項
又

特
定
専
門
ス
タ
ッ
フ

協
議
に
係

回
答
の
文
書

日
以
後
三

は
第
五
項
（
第
四

職
員
に
つ
い
て
の
協

る
定
め
に

年

条
の
三
第
二
項
に

議
の
文
書

よ
ら
な
く

第
二
十
八
条
第
一

休
暇
簿
（
介
護
休
暇

勤
務
時
間

お
い
て
準
用
す
る

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム

な
る
日
に

項
の
介
護
休
暇
の

用
）

法
第
二
十

場
合
を
含
む
。
）

制
の
基
準
に
係
る
別

係
る
特
定



休
暇
簿

条
第
一
項

の
協
議
に
関
す
る

段
の
定
め
に
つ
い
て

日
以
後
三

に
規
定
す

文
書

の
協
議
の
文
書

年

る
一
の
継

こ
れ
ら
の
協
議
に
対

続
す
る
状

す
る
回
答
の
文
書

態
ご
と
の

第
二
十
八
条
第
一

休
暇
簿
（
介
護
休
暇

勤
務
時
間

指
定
期
間

項
の
介
護
休
暇
の

用
）

法
第
二
十

（
当
該
状

休
暇
簿

条
第
一
項

態
ご
と
に

に
規
定
す

そ
の
指
定

る
一
の
継

が
三
回
に

続
す
る
状

達
し
、
又

態
ご
と
の

は
そ
の
期

指
定
期
間

間
が
通
算

（
当
該
状

し
て
六
月

態
ご
と
に

に
達
し
た

そ
の
指
定

も
の
に
限

が
三
回
に

る
。
）
の

達
し
、
又

末
日
（
同

は
そ
の
期

日
が
到
来

間
が
通
算

す
る
前
に

し
て
六
月



当
該
介
護

に
達
し
た

休
暇
に
係

も
の
に
限

る
要
件
に

る
。
）
の

該
当
し
な

末
日
（
同

い
こ
と
と

日
が
到
来

な
っ
た
場

す
る
前
に

合
に
あ
っ

当
該
介
護

て
は
、
そ

休
暇
に
係

の
該
当
し

る
要
件
に

な
く
な
っ

該
当
し
な

た
日
）
の

い
こ
と
と

翌
日
に
係

な
っ
た
場

る
特
定
日

合
に
あ
っ

以
後
三
年

て
は
、
そ

第
二
十
八
条
第
一

休
暇
簿
（
介
護
時
間

勤
務
時
間

の
該
当
し

項
の
介
護
時
間
の

用
）

法
第
二
十

な
く
な
っ

休
暇
簿

条
の
二
第

た
日
）
の

一
項
に
規

翌
日
に
係

定
す
る
一

る
特
定
日

の
継
続
す

以
後
三
年



る
状
態
に

第
二
十
八
条
第
一

休
暇
簿
（
介
護
時
間

勤
務
時
間

つ
き
介
護

項
の
介
護
時
間
の

用
）

法
第
二
十

時
間
を
取

休
暇
簿

条
の
二
第

得
し
た
日

一
項
に
規

か
ら
連
続

定
す
る
一

す
る
三
年

の
継
続
す

の
期
間
の

る
状
態
に

末
日
（
同

つ
き
介
護

日
が
到
来

時
間
を
取

す
る
前
に

得
し
た
日

当
該
介
護

か
ら
連
続

時
間
に
係

す
る
三
年

る
要
件
に

の
期
間
の

該
当
し
な

末
日
（
同

い
こ
と
と

日
が
到
来

な
っ
た
場

す
る
前
に

合
に
あ
っ

当
該
介
護

て
は
、
そ

時
間
に
係

の
該
当
し

る
要
件
に

な
く
な
っ

該
当
し
な



た
日
）
の

い
こ
と
と

翌
日
に
係

な
っ
た
場

る
特
定
日

合
に
あ
っ

以
後
三
年

て
は
、
そ

第
三
十
二
条
の
承

週
休
日
、
勤
務
時
間

承
認
に
係

の
該
当
し

認
に
関
す
る
文
書

を
割
り
振
ら
な
い

る
定
め
に

な
く
な
っ

日
、
勤
務
時
間
の
割

よ
ら
な
く

た
日
）
の

振
り
、
週
休
日
の
振

な
る
日
に

翌
日
に
係

替
等
、
休
憩
時
間
、

係
る
特
定

る
特
定
日

休
息
時
間
、
宿
日
直

日
以
後
三

以
後
三
年

勤
務
、
超
勤
代
休
時

年

第
三
十
二
条
の
承

週
休
日
、
勤
務
時
間

承
認
に
係

間
の
指
定
又
は
代
休

認
に
関
す
る
文
書

の
割
振
り
、
週
休
日

る
定
め
に

日
の
指
定
に
つ
い
て

の
振
替
等
、
休
憩
時

よ
ら
な
く

の
別
段
の
定
め
の
承

間
、
休
息
時
間
、
宿

な
る
日
に

認
の
文
書

日
直
勤
務
、
超
勤
代

係
る
特
定

当
該
承
認
の
申
請
の

休
時
間
の
指
定
又
は

日
以
後
三

文
書

代
休
日
の
指
定
に
つ

年

第
九
条
第
二
項
の

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム

一
年

い
て
の
別
段
の
定
め

通
知
の
文
書
の
写

制
の
勤
務
時
間
の
割

の
承
認
の
文
書

し

振
り
等
又
は
週
休
日

当
該
承
認
の
申
請
の



の
振
替
等
の
通
知
の

文
書

文
書
の
写
し

第
九
条
第
二
項
の

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム

一
年

通
知
の
文
書
の
写

制
の
割
振
り
等
又
は

し

週
休
日
の
振
替
等
の

通
知
の
文
書
の
写
し

規
則
一
五

附
則
第
二
条
の
協

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム

協
議
に
係

廃
棄

―
一
四
―

議
に
関
す
る
文
書

制
の
基
準
に
係
る
経

る
勤
務
時

四
〇
（
人

過
措
置
に
つ
い
て
の

間
の
割
振

事
院
規
則

協
議
の
文
書

り
の
基
準

一
五
―
一

当
該
協
議
に
対
す
る

に
よ
ら
な

四
（
職
員

回
答
の
文
書

く
な
る
日

の
勤
務
時

に
係
る
特

間
、
休
日

定
日
以
後

及

び

休

三
年

暇
）
の
一

部
を
改
正

す
る
人
事

院
規
則
）

九
～
二
十

（
略
）

九
～
二
十

（
略
）

備
考

備
考



一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）



（
人
事
院
規
則
一
―
七
九
の
一
部
改
正
）

第
三
条

人
事
院
規
則
一
―
七
九
（
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
人
事
院
規
則
の
整
備
等

に
関
す
る
人
事
院
規
則
）
の
一
部
を
次
の
表
に
よ
り
改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
改
正
後
の
人
事
院
規
則
一
五
―
一
四
に
お
け
る
暫
定

（
改
正
後
の
人
事
院
規
則
一
五
―
一
四
に
お
け
る
暫
定

再
任
用
職
員
に
関
す
る
経
過
措
置
）

再
任
用
職
員
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
二
条

暫
定
再
任
用
職
員
は
、
規
則
一
―
八
二

第
二
十
二
条

暫
定
再
任
用
職
員
は
、
第
三
十
四
条
の
規

（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

定
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
一
五
―
一
四
第
三
条
第
一
項

改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
人
事
院
規

第
一
号
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

則
の
整
備
等
に
関
す
る
人
事
院
規
則
）
第
十
一
条
の
規

等
（
次
項
に
お
い
て
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

定
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
一
五
―
一
四
第
三
条
第
一
項

員
等
」
と
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
同
規
則
第
十
八
条

第
三
号
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

の
二
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び



等
（
次
項
に
お
い
て
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

第
四
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

員
等
」
と
い
う
。
）
と
み
な
し
て
、
同
規
則
第
十
八
条

の
二
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び

第
四
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用

２

暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
等
と
み
な
し
て
、
規
則
一
―
八
二
第

短
時
間
勤
務
職
員
等
と
み
な
し
て
、
第
三
十
四
条
の
規

十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
一
五
―
一
四
第

定
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
一
五
―
一
四
第
三
条
第
一
項

三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
六
条
の
二
、
第
十
八

及
び
第
三
項
、
第
十
六
条
の
二
、
第
十
八
条
、
第
十
八

条
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に

条
の
二
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並

限
る
。
）
並
び
に
第
十
八
条
の
三
の
規
定
を
適
用
す

び
に
第
十
八
条
の
三
の
規
定
を
適
用
す
る
。

る
。

（
人
事
院
規
則
九
―
七
の
一
部
改
正
）

第
四
条

人
事
院
規
則
九
―
七
（
俸
給
等
の
支
給
）
の
一
部
を
次
の
表
に
よ
り
改
正
す
る
。



改

正

後

改

正

前

（
俸
給
の
支
給
）

（
俸
給
の
支
給
）

第
一
条
の
四
～
第
二
条

（
略
）

第
一
条
の
四
～
第
二
条

（
略
）

第
三
条

職
員
が
そ
の
所
属
す
る
俸
給
の
支
給
義
務
者
を

第
三
条

職
員
が
そ
の
所
属
す
る
俸
給
の
支
給
義
務
者
を

異
に
し
て
移
動
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
発
令
の
前
日

異
に
し
て
移
動
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
発
令
の
前
日

ま
で
の
分
の
俸
給
は
、
そ
の
給
与
期
間
の
現
日
数
か
ら

ま
で
の
分
の
俸
給
は
、
そ
の
給
与
期
間
の
現
日
数
か
ら

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
週
休
日
並
び

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
週
休
日
の
日

に
同
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間
法
第
八
条
第
二
項
に
お

数
を
差
し
引
い
た
日
数
を
基
礎
と
し
た
日
割
に
よ
る
計

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基

算
（
以
下
「
日
割
計
算
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
そ
の
者

づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
の
日
数
の
合
計
日

が
従
前
所
属
し
て
い
た
俸
給
の
支
給
義
務
者
に
お
い
て

数
を
差
し
引
い
た
日
数
を
基
礎
と
し
た
日
割
に
よ
る
計

支
給
し
、
発
令
の
当
日
以
降
の
分
の
俸
給
は
、
そ
の
者

算
（
以
下
「
日
割
計
算
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
そ
の
者

の
そ
の
月
に
受
け
る
俸
給
額
か
ら
そ
の
者
が
従
前
所
属

が
従
前
所
属
し
て
い
た
俸
給
の
支
給
義
務
者
に
お
い
て

し
て
い
た
俸
給
の
支
給
義
務
者
に
お
い
て
既
に
支
給
さ



支
給
し
、
発
令
の
当
日
以
降
の
分
の
俸
給
は
、
そ
の
者

れ
た
額
を
差
し
引
い
た
額
を
、
そ
の
者
が
新
た
に
所
属

の
そ
の
月
に
受
け
る
俸
給
額
か
ら
そ
の
者
が
従
前
所
属

す
る
こ
と
に
な
つ
た
俸
給
の
支
給
義
務
者
に
お
い
て
支

し
て
い
た
俸
給
の
支
給
義
務
者
に
お
い
て
既
に
支
給
さ

給
す
る
。

れ
た
額
を
差
し
引
い
た
額
を
、
そ
の
者
が
新
た
に
所
属

す
る
こ
と
に
な
つ
た
俸
給
の
支
給
義
務
者
に
お
い
て
支

給
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
人
事
院
規
則
九
―
一
五
の
一
部
改
正
）

第
五
条

人
事
院
規
則
九
―
一
五
（
宿
日
直
手
当
）
の
一
部
を
次
の
表
に
よ
り
改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
宿
日
直
手
当
の
額
）

（
宿
日
直
手
当
の
額
）

第
二
条

前
条
第
一
号
及
び
第
二
号
の
勤
務
に
つ
い
て
の

第
二
条

前
条
第
一
号
及
び
第
二
号
の
勤
務
に
つ
い
て
の

宿
日
直
手
当
の
額
は
、
そ
の
勤
務
一
回
に
つ
き
、
次
の

宿
日
直
手
当
の
額
は
、
そ
の
勤
務
一
回
に
つ
き
、
次
の



各
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
勤
務
時
間
が
五

各
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
勤
務
時
間
が
五

時
間
未
満
の
場
合
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
に
百
分

時
間
未
満
の
場
合
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
に
百
分

の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

前
条
第
二
号
の
勤
務
の
う
ち
規
則
一
五
―
一
四
第

三

前
条
第
二
号
の
勤
務
の
う
ち
規
則
一
五
―
一
四
第

十
三
条
第
一
項
第
三
号
イ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
⑴
、
ヘ

十
三
条
第
一
項
第
三
号
イ
、
ハ
、
ニ
⑴
、
ホ
⑴
、
ト

⑴
、
チ
（
⑴
を
除
く
。
）
、
ヌ
並
び
に
ル
⑶
及
び
⑸

（
⑴
を
除
く
。
）
、
チ
、
ヌ
並
び
に
ル
⑶
及
び
⑸
に

に
掲
げ
る
勤
務
に
つ
い
て
は
、
六
千
百
円
（
人
事
院

掲
げ
る
勤
務
に
つ
い
て
は
、
六
千
百
円
（
人
事
院
の

の
定
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
七
千
四
百
円
）

定
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
七
千
四
百
円
）

四

前
条
第
二
号
の
勤
務
の
う
ち
規
則
一
五
―
一
四
第

四

前
条
第
二
号
の
勤
務
の
う
ち
規
則
一
五
―
一
四
第

十
三
条
第
一
項
第
三
号
チ
⑴
に
掲
げ
る
勤
務
に
つ
い

十
三
条
第
一
項
第
三
号
ト
⑴
に
掲
げ
る
勤
務
に
つ
い

て
は
、
二
万
千
円

て
は
、
二
万
千
円

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）



（
人
事
院
規
則
九
―
四
〇
の
一
部
改
正
）

第
六
条

人
事
院
規
則
九
―
四
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
次
の
表
に
よ
り
改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
勤
勉
手
当
に
係
る
勤
務
期
間
）

（
勤
勉
手
当
に
係
る
勤
務
期
間
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

前
項
の
期
間
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
期

２

前
項
の
期
間
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
期

間
を
除
算
す
る
。

間
を
除
算
す
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

負
傷
又
は
疾
病
（
公
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病

九

負
傷
又
は
疾
病
（
公
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病

若
し
く
は
補
償
法
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
通
勤
に

若
し
く
は
補
償
法
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
通
勤
に

よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
（
派
遣
職
員
の
派
遣
先
の

よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
（
派
遣
職
員
の
派
遣
先
の

業
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
又
は
補
償
法
第
一
条

業
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
又
は
補
償
法
第
一
条

の
二
に
規
定
す
る
通
勤
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病

の
二
に
規
定
す
る
通
勤
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病



を
含
む
。
）
又
は
官
民
人
事
交
流
法
第
十
六
条
、
法

を
含
む
。
）
又
は
官
民
人
事
交
流
法
第
十
六
条
、
法

科
大
学
院
派
遣
法
第
九
条
（
法
科
大
学
院
派
遣
法
第

科
大
学
院
派
遣
法
第
九
条
（
法
科
大
学
院
派
遣
法
第

十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
福

十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
福

島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
四
十
八
条
の
九
若
し
く

島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
四
十
八
条
の
九
若
し
く

は
第
八
十
九
条
の
九
、
令
和
三
年
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・

は
第
八
十
九
条
の
九
、
令
和
三
年
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
特
措
法
第
二
十
三
条
、
平
成
三
十

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
特
措
法
第
二
十
三
条
、
平
成
三
十

一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
特
措
法
第
十
条
、

一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
特
措
法
第
十
条
、

令
和
七
年
国
際
博
覧
会
特
措
法
第
三
十
一
条
、
令
和

令
和
七
年
国
際
博
覧
会
特
措
法
第
三
十
一
条
、
令
和

九
年
国
際
園
芸
博
覧
会
特
措
法
第
二
十
一
条
若
し
く

九
年
国
際
園
芸
博
覧
会
特
措
法
第
二
十
一
条
若
し
く

は
判
事
補
及
び
検
事
の
弁
護
士
職
務
経
験
に
関
す
る

は
判
事
補
及
び
検
事
の
弁
護
士
職
務
経
験
に
関
す
る

法
律
第
十
条
の
規
定
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特

法
律
第
十
条
の
規
定
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特

定
規
定
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
給
与
法
第
二
十
三
条

定
規
定
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
給
与
法
第
二
十
三
条

第
一
項
及
び
附
則
第
六
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
公

第
一
項
及
び
附
則
第
六
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
公



務
と
み
な
さ
れ
る
業
務
に
係
る
業
務
上
の
負
傷
若
し

務
と
み
な
さ
れ
る
業
務
に
係
る
業
務
上
の
負
傷
若
し

く
は
疾
病
若
し
く
は
特
定
規
定
に
規
定
す
る
通
勤
に

く
は
疾
病
若
し
く
は
特
定
規
定
に
規
定
す
る
通
勤
に

よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
を
除
く
。
）
に
よ
り
勤
務

よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
を
除
く
。
）
に
よ
り
勤
務

し
な
か
つ
た
期
間
か
ら
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
一
項

し
な
か
つ
た
期
間
か
ら
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
一
項

に
規
定
す
る
週
休
日
、
同
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間

に
規
定
す
る
週
休
日
、
勤
務
時
間
法
第
十
三
条
の
二

法
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の

同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振

全
部
に
つ
い
て
同
項
に
規
定
す
る
超
勤
代
休
時
間
を

ら
な
い
日
、
勤
務
時
間
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の

指
定
さ
れ
た
日
並
び
に
給
与
法
第
十
五
条
に
規
定
す

規
定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
に
つ

る
祝
日
法
に
よ
る
休
日
等
及
び
年
末
年
始
の
休
日
等

い
て
同
項
に
規
定
す
る
超
勤
代
休
時
間
を
指
定
さ
れ

（
次
号
に
お
い
て
「
週
休
日
等
」
と
い
う
。
）
を
除

た
日
並
び
に
給
与
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
祝
日
法

い
た
日
が
三
十
日
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
勤
務

に
よ
る
休
日
等
及
び
年
末
年
始
の
休
日
等
（
第
一
条

し
な
か
つ
た
全
期
間
。
た
だ
し
、
人
事
院
の
定
め
る

第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
に
あ

期
間
を
除
く
。



つ
て
は
、
勤
務
日
以
外
の
日
。
次
号
に
お
い
て
「
週

休
日
等
」
と
い
う
。
）
を
除
い
た
日
が
三
十
日
を
超

え
る
場
合
に
は
、
そ
の
勤
務
し
な
か
つ
た
全
期
間
。

た
だ
し
、
人
事
院
の
定
め
る
期
間
を
除
く
。

十
～
十
三

（
略
）

十
～
十
三

（
略
）

（
人
事
院
規
則
九
―
八
二
の
一
部
改
正
）

第
七
条

人
事
院
規
則
九
―
八
二
（
俸
給
の
半
減
）
の
一
部
を
次
の
表
に
よ
り
改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
勤
務
し
な
い
期
間
の
範
囲
）

（
勤
務
し
な
い
期
間
の
範
囲
）

第
四
条

給
与
法
附
則
第
六
項
の
勤
務
し
な
い
期
間
に

第
四
条

給
与
法
附
則
第
六
項
の
勤
務
し
な
い
期
間
に

は
、
病
気
休
暇
等
（
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
病
気

は
、
病
気
休
暇
等
（
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
病
気

休
暇
（
以
下
「
生
理
休
暇
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
病

休
暇
（
以
下
「
生
理
休
暇
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
病

気
休
暇
又
は
同
項
に
規
定
す
る
就
業
禁
止
の
措
置
を
い

気
休
暇
又
は
同
項
に
規
定
す
る
就
業
禁
止
の
措
置
を
い



う
。
以
下
同
じ
。
）
の
日
（
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
日
（
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部

を
病
気
休
暇
等
に
よ
り
勤
務
し
な
い
日
を
含
む
。
）
の

を
病
気
休
暇
等
に
よ
り
勤
務
し
な
い
日
を
含
む
。
）
の

ほ
か
、
当
該
療
養
期
間
中
の
週
休
日
（
勤
務
時
間
法
第

ほ
か
、
当
該
療
養
期
間
中
の
週
休
日
（
勤
務
時
間
法
第

六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
週
休
日
を
い
う
。
以
下
同

六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
週
休
日
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
、
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
（
同
条
第
三

じ
。
）
、
給
与
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
祝
日
法
に
よ

項
及
び
勤
務
時
間
法
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替

る
休
日
等
及
び
年
末
年
始
の
休
日
等
そ
の
他
の
勤
務
し

え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時

な
い
日
（
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
を
勤
務
し
な
い
日

間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
給

を
含
み
、
生
理
休
暇
等
の
日
そ
の
他
の
人
事
院
が
定
め

与
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
祝
日
法
に
よ
る
休
日
等
及

る
日
を
除
く
。
）
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

び
年
末
年
始
の
休
日
等
そ
の
他
の
勤
務
し
な
い
日
（
一

日
の
勤
務
時
間
の
一
部
を
勤
務
し
な
い
日
を
含
み
、
生

理
休
暇
等
の
日
そ
の
他
の
人
事
院
が
定
め
る
日
を
除

く
。
）
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。



一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
俸
給
の
日
割
計
算
）

（
俸
給
の
日
割
計
算
）

第
六
条

月
又
は
給
与
法
第
九
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

第
六
条

月
又
は
給
与
法
第
九
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

各
期
間
（
以
下
「
給
与
期
間
」
と
い
う
。
）
の
中
途
に

各
期
間
（
以
下
「
給
与
期
間
」
と
い
う
。
）
の
中
途
に

お
い
て
俸
給
の
半
額
が
減
ぜ
ら
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
場

お
い
て
俸
給
の
半
額
が
減
ぜ
ら
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
場

合
等
給
与
期
間
中
の
一
部
の
日
に
つ
き
俸
給
の
半
額
が

合
等
給
与
期
間
中
の
一
部
の
日
に
つ
き
俸
給
の
半
額
が

減
ぜ
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
俸
給
は
、
当
該
給
与
期
間

減
ぜ
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
俸
給
は
、
当
該
給
与
期
間

の
現
日
数
か
ら
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な

の
現
日
数
か
ら
週
休
日
の
日
数
を
差
し
引
い
た
日
数
を

い
日
の
日
数
の
合
計
日
数
を
差
し
引
い
た
日
数
を
基
礎

基
礎
と
し
た
日
割
り
に
よ
つ
て
計
算
す
る
。

と
し
た
日
割
り
に
よ
つ
て
計
算
す
る
。

（
人
事
院
規
則
一
〇
―
七
の
一
部
改
正
）

第
八
条

人
事
院
規
則
一
〇
―
七
（
女
子
職
員
及
び
年
少
職
員
の
健
康
、
安
全
及
び
福
祉
）
の
一
部
を
次
の
表
に
よ
り
改
正
す

る
。



改

正

後

改

正

前

（
保
育
時
間
）

（
保
育
時
間
）

第
十
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
生
後
一
年
に
達
し
な
い
子

第
十
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
生
後
一
年
に
達
し
な
い
子

（
規
則
一
五
―
一
四
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
子
に

休
暇
）
第
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
子
に

含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
を
育
て
る
女

含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
を
育
て
る
女

子
職
員
が
請
求
し
た
場
合
に
は
、
人
事
院
の
定
め
る
保

子
職
員
が
請
求
し
た
場
合
に
は
、
人
事
院
の
定
め
る
保

育
時
間
中
は
、
そ
の
者
を
勤
務
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

育
時
間
中
は
、
そ
の
者
を
勤
務
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
年
少
職
員
の
時
間
外
勤
務
の
制
限
）

（
年
少
職
員
の
時
間
外
勤
務
の
制
限
）

第
十
三
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
年
少
職
員
に
正
規
の
勤

第
十
三
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
年
少
職
員
に
正
規
の
勤

務
時
間
等
以
外
の
時
間
に
お
け
る
勤
務
（
規
則
一
五
―

務
時
間
等
以
外
の
時
間
に
お
け
る
勤
務
（
規
則
一
五
―

一
四
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る

一
四
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
第
十
三

勤
務
を
除
く
。
）
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
勤
務
を
除



前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
勤
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

く
。
）
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
第
二

で
な
い
。

号
に
掲
げ
る
勤
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
船
員
の
特
例
）

（
船
員
の
特
例
）

第
十
四
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
規
則
一
〇
―
八
（
船
員

第
十
四
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
人
事
院
規
則
一
〇
―
八

で
あ
る
職
員
に
係
る
保
健
及
び
安
全
保
持
の
特
例
）
第

（
船
員
で
あ
る
職
員
に
係
る
保
健
及
び
安
全
保
持
の
特

一
条
に
規
定
す
る
船
員
（
以
下
「
船
員
」
と
い
う
。
）

例
）
第
一
条
に
規
定
す
る
船
員
（
以
下
「
船
員
」
と
い

で
あ
る
女
子
職
員
（
以
下
「
女
子
船
員
」
と
い
う
。
）

う
。
）
で
あ
る
女
子
職
員
（
以
下
「
女
子
船
員
」
と
い

を
妊
娠
中
船
内
で
作
業
に
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

う
。
）
を
妊
娠
中
船
内
で
作
業
に
従
事
さ
せ
て
は
な
ら

た
だ
し
、
女
子
船
員
が
妊
娠
中
で
あ
る
こ
と
が
航
海
中

な
い
。
た
だ
し
、
女
子
船
員
が
妊
娠
中
で
あ
る
こ
と
が

に
判
明
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
船
舶
の
航
海
の

航
海
中
に
判
明
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
船
舶
の

安
全
を
図
る
た
め
に
必
要
な
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と

航
海
の
安
全
を
図
る
た
め
に
必
要
な
作
業
に
従
事
さ
せ

を
妨
げ
な
い
。

る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）



別
表
第
二

年
少
職
員
の
危
険
有
害
業
務
（
第
十
一
条
関

別
表
第
二

年
少
職
員
の
危
険
有
害
業
務
（
第
十
一
条
関

係
）

係
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

ボ
イ
ラ
ー
（
規
則
一
〇
―
四
別
表
第
一
備
考
第

三

ボ
イ
ラ
ー
（
人
事
院
規
則
一
〇
―
四
別
表
第
一

一
号
に
定
め
る
ボ
イ
ラ
ー
（
同
表
備
考
第
二
号
に
定

備
考
第
一
号
に
定
め
る
ボ
イ
ラ
ー
（
同
表
備
考
第
二

め
る
小
型
ボ
イ
ラ
ー
を
除
く
。
）
を
い
う
。
次
号
に

号
に
定
め
る
小
型
ボ
イ
ラ
ー
を
除
く
。
）
を
い
う
。

お
い
て
同
じ
。
）
の
取
扱
い
の
業
務

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
取
扱
い
の
業
務

四
～
二
十
六

（
略
）

四
～
二
十
六

（
略
）

（
人
事
院
規
則
一
〇
―
一
一
の
一
部
改
正
）

第
九
条

人
事
院
規
則
一
〇
―
一
一
（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
並
び
に
深
夜
勤
務
及
び
超
過
勤
務
の
制

限
）
の
一
部
を
次
の
表
に
よ
り
改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
育
児
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
）

（
育
児
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
）



第
三
条

各
省
各
庁
の
長
（
勤
務
時
間
法
第
三
条
に
規
定

第
三
条

各
省
各
庁
の
長
（
勤
務
時
間
法
第
三
条
に
規
定

す
る
各
省
各
庁
の
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次

す
る
各
省
各
庁
の
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次

に
掲
げ
る
子
（
規
則
一
五
―
一
四
（
職
員
の
勤
務
時

に
掲
げ
る
職
員
（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
又
は
第

間
、
休
日
及
び
休
暇
）
第
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
イ

四
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
れ
た
職
員

に
お
い
て
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
（
以
下

を
除
く
。
）
が
そ
の
子
（
同
項
第
一
号
に
お
い
て
子
に

「
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
前
の
監
護
対
象
者
等
」
と
い

含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
（
以
下
「
特
別
養
子
縁
組

う
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
あ
る
職
員
（
勤
務

の
成
立
前
の
監
護
対
象
者
等
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。

時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割

以
下
同
じ
。
）
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に

り
振
ら
れ
た
職
員
及
び
規
則
一
五
―
一
五
（
非
常
勤
職

は
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
人
事

員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に

院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
職
員
に
当
該
請
求

よ
り
勤
務
時
間
を
定
め
ら
れ
た
職
員
を
除
く
。
）
が
当

に
係
る
早
出
遅
出
勤
務
を
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
公
務

の
運
営
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
人
事
院
の
定
め



る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
職
員
に
当
該
請
求
に
係
る
早

出
遅
出
勤
務
を
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

一

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子

一

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る

職
員

二

小
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別

二

小
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別

支
援
学
校
の
小
学
部
に
就
学
し
て
い
る
子

支
援
学
校
の
小
学
部
に
就
学
し
て
い
る
子
の
あ
る
職

員
で
あ
っ
て
、
人
事
院
の
定
め
る
も
の

（
介
護
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
並
び
に
深
夜
勤

（
介
護
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
並
び
に
深
夜
勤

務
及
び
超
過
勤
務
の
制
限
）

務
及
び
超
過
勤
務
の
制
限
）

第
十
三
条

第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
（
第
五
条
第
一
項
第

第
十
三
条

第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
（
第
五
条
第
一
項
第

三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
八
条
第
一
項
第
三
号
か
ら

三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
八
条
第
一
項
第
三
号
か
ら

第
五
号
ま
で
及
び
前
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま

第
五
号
ま
で
及
び
前
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま

で
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
勤
務
時
間
法
第
二
十
条
第

で
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
勤
務
時
間
法
第
二
十
条
第



一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い

一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
中
「
次

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
中
「
次

に
掲
げ
る
子
（
規
則
一
五
―
一
四
（
職
員
の
勤
務
時

に
掲
げ
る
」
と
あ
る
の
は
「
勤
務
時
間
法
第
二
十
条
第

間
、
休
日
及
び
休
暇
）
第
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
イ

一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と

に
お
い
て
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
（
以
下

い
う
。
）
の
あ
る
」
と
、
「
そ
の
子
（
同
項
第
一
号
に

「
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
前
の
監
護
対
象
者
等
」
と
い

お
い
て
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
（
以
下
「
特

う
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
勤

別
養
子
縁
組
の
成
立
前
の
監
護
対
象
者
等
」
と
い

務
時
間
法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者

う
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
養
育
」
と
あ
る
の

（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
当
該
子

は
「
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
、
第
五
条
第
一
項
第

を
養
育
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」

一
号
、
第
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び
前
条
第
一
項
第
一

と
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
、
第
八
条
第
一
項
第
一
号

号
中
「
子
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
」
と
、
第
五
条

及
び
前
条
第
一
項
第
一
号
中
「
子
」
と
あ
る
の
は
「
要

第
一
項
第
二
号
、
第
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
前
条
第

介
護
者
」
と
、
第
五
条
第
一
項
第
二
号
、
第
八
条
第
一

一
項
第
二
号
中
「
子
が
離
縁
又
は
養
子
縁
組
の
取
消
し



項
第
二
号
及
び
前
条
第
一
項
第
二
号
中
「
子
が
離
縁
又

に
よ
り
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
子
で
な
く
な
っ
た
」

は
養
子
縁
組
の
取
消
し
に
よ
り
当
該
請
求
を
し
た
職
員

と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
と
当
該
請
求
を
し
た
職
員
と

の
子
で
な
く
な
っ
た
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
と
当

の
親
族
関
係
が
消
滅
し
た
」
と
、
第
六
条
中
「
小
学
校

該
請
求
を
し
た
職
員
と
の
親
族
関
係
が
消
滅
し
た
」

就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
（
職
員

と
、
第
六
条
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で

の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
深
夜
に
お

の
子
の
あ
る
職
員
（
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親
で

い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る

あ
る
も
の
が
、
深
夜
に
お
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を

も
の
と
し
て
人
事
院
の
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に

養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
人
事
院
の
定
め

お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。
）
が
当
該
子
を
養
育
」
と

る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除

あ
り
、
第
九
条
中
「
三
歳
に
満
た
な
い
子
の
あ
る
職
員

く
。
）
が
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
り
、
第
九
条
中
「
三

が
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
り
、
及
び
第
十
条
中
「
小
学

歳
に
満
た
な
い
子
の
あ
る
職
員
が
当
該
子
を
養
育
」
と

校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
当

あ
り
、
及
び
第
十
条
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す

該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
の
あ
る
職
員

る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る

が
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
、
第
九
条
中
「
当
該
請



の
は
「
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
当
該
要
介
護
者
を
介

求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講

護
」
と
、
第
九
条
中
「
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務

ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
公

を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困

務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
」
と
、
第
十
一
条
第
二
項
中

難
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ

「
、
第
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
、
そ
れ
ぞ
れ
第
九
条
に

る
」
と
、
第
十
一
条
第
二
項
中
「
、
第
九
条
」
と
あ
る

規
定
す
る
支
障
の
有
無
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
九

の
は
「
、
そ
れ
ぞ
れ
第
九
条
に
規
定
す
る
支
障
の
有

条
又
は
前
条
の
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
の
」
と
、
「
第

無
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
九
条
又
は
前
条
の
」
と

九
条
又
は
前
条
に
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
に
」
と
、
前

あ
る
の
は
「
前
条
の
」
と
、
「
第
九
条
又
は
前
条
に
」

条
第
二
項
中
「
次
の
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
一

と
あ
る
の
は
「
同
条
に
」
と
、
前
条
第
二
項
中
「
次
の

号
又
は
第
二
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

各
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
人
事
院
規
則
一
〇
―
一
五
の
一
部
改
正
）

第
十
条

人
事
院
規
則
一
〇
―
一
五
（
妊
娠
、
出
産
、
育
児
又
は
介
護
に
関
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
）
の
一
部
を
次
の



表
に
よ
り
改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
「
妊
娠
、
出
産
、
育
児

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
「
妊
娠
、
出
産
、
育
児

又
は
介
護
に
関
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
と
は
、
職
場
に

又
は
介
護
に
関
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
と
は
、
職
場
に

お
け
る
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

お
け
る
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

職
員
に
対
す
る
次
に
掲
げ
る
育
児
に
関
す
る
制
度

三

職
員
に
対
す
る
次
に
掲
げ
る
育
児
に
関
す
る
制
度

又
は
措
置
の
利
用
に
関
す
る
言
動
に
よ
り
当
該
職
員

又
は
措
置
の
利
用
に
関
す
る
言
動
に
よ
り
当
該
職
員

の
勤
務
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と
。

の
勤
務
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と
。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
規

ニ

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
週

則
一
五
―
一
四
第
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
イ
の

休
日
を
設
け
、
及
び
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ



子
を
養
育
す
る
職
員
と
し
て
申
告
を
し
た
職
員
に

と
。

つ
い
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
、

又
は
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
。

ホ
～
ヌ

（
略
）

ホ
～
ヌ

（
略
）

四

職
員
に
対
す
る
次
に
掲
げ
る
介
護
に
関
す
る
制
度

四

職
員
に
対
す
る
次
に
掲
げ
る
介
護
に
関
す
る
制
度

又
は
措
置
の
利
用
に
関
す
る
言
動
に
よ
り
当
該
職
員

又
は
措
置
の
利
用
に
関
す
る
言
動
に
よ
り
当
該
職
員

の
勤
務
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と
。

の
勤
務
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と
。

イ

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
規

イ

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
週

則
一
五
―
一
四
第
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
ロ
の

休
日
を
設
け
、
及
び
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ

要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
と
し
て
申
告
を
し
た

と
。

職
員
に
つ
い
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を

設
け
、
又
は
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
。

ロ
～
チ

（
略
）

ロ
～
チ

（
略
）



（
人
事
院
規
則
一
五
―
一
四
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

人
事
院
規
則
一
五
―
一
四
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
次
の
表
に
よ
り
改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
一
条
の
二
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
）

第
二
章

正
規
の
勤
務
時
間
等
（
第
一
条
の
三
―
第
十

第
二
章

正
規
の
勤
務
時
間
等
（
第
一
条
の
二
―
第
十

二
条
の
二
）

二
条
の
二
）

第
三
章
～
第
六
章

（
略
）

第
三
章
～
第
六
章

（
略
）

附
則

附
則

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

（
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
に
必
要
な
勤
務
間
の
時
間
の

確
保
）

第
一
条
の
二

各
省
各
庁
の
長
（
勤
務
時
間
法
第
三
条
に

（
新
設
）



規
定
す
る
各
省
各
庁
の
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

は
、
勤
務
時
間
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
の

適
正
な
勤
務
条
件
の
確
保
を
図
る
た
め
、
職
員
の
健
康

及
び
福
祉
の
確
保
に
必
要
な
勤
務
の
終
了
か
ら
そ
の
次

の
勤
務
の
開
始
ま
で
の
時
間
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
条
の
三

（
略
）

第
一
条
の
二

（
略
）

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務

間
の
割
振
り
等
の
基
準
等
）

時
間
の
割
振
り
の
基
準
）

第
三
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
等

第
三
条

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時

勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す

間
を
割
り
振
ら
な
い
日
（
同
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
い
う
。
第
六
条
第
二
項
、
第



二
十
一
条
第
五
項
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
第
十
五
号

を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
の
設
定
又
は
勤
務
時
間
の
割

振
り
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
四
条
の
三
ま
で
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
勤
務
時
間
法
第

六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
申
告
（
次
条
第
一
号
及
び
第

七
条
を
除
き
、
以
下
「
申
告
」
と
い
う
。
）
を
考
慮
し

つ
つ
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告

ど
お
り
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り

公
務
の
運
営
に
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
る
と
き
は
、
別

に
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
と
異

な
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。



一

第
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
単
位
期
間
（
以

（
新
設
）

下
こ
の
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
単
位
期
間
」
と

い
う
。
）
を
そ
の
初
日
か
ら
一
週
間
ご
と
に
区
分
し

た
各
期
間
（
単
位
期
間
が
一
週
間
で
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
単
位
期
間
。
次
号
に
お
い
て
「
区
分
期

間
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
一
日
を
限
度
と
し
て
、
勤

務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
。

二

一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
四
時
間
以
下
の
範
囲
内

一

勤
務
時
間
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
こ

で
各
省
各
庁
の
長
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
時
間
以
上

と
。

の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
。
た
だ
し
、
区
分
期

間
（
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
含
む
区
分
期

間
を
除
く
。
）
に
つ
き
一
日
を
限
度
と
し
て
職
員
が



指
定
す
る
日
（
第
四
号
に
お
い
て
「
特
例
対
象
日
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
あ
ら
か
じ
め
定
め

る
時
間
未
満
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
。

（
削
る
）

イ

一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
四
時
間
以
下
の
範
囲

内
で
各
省
各
庁
の
長
（
勤
務
時
間
法
第
三
条
に
規

定
す
る
各
省
各
庁
の
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
時
間
以
上
と
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
休
日
（
勤
務
時
間
法
第
十
四
条
に
規
定

す
る
祝
日
法
に
よ
る
休
日
又
は
年
末
年
始
の
休
日

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
人
事
院
の
定
め

る
日
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
条
の
三
に
お
い
て

「
休
日
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
七
時
間



四
十
五
分
（
法
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付

短
時
間
勤
務
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当

該
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
単
位
期

間
（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
単

位
期
間
を
い
う
。
ロ
及
び
第
四
条
の
七
に
お
い
て

同
じ
。
）
ご
と
の
期
間
に
お
け
る
勤
務
時
間
を
当

該
期
間
に
お
け
る
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
週
休
日
（
同
項
に
規
定
す
る
週
休
日

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
日
の
日
数
で
除

し
て
得
た
時
間
。
次
項
及
び
第
四
条
の
三
第
一
項

第
二
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
こ
と
。



（
削
る
）

ロ

単
位
期
間
を
そ
の
初
日
か
ら
一
週
間
ご
と
に
区

分
し
た
各
期
間
（
単
位
期
間
が
一
週
間
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
単
位
期
間
。
次
項
及
び
第
四
条

の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
区
分
期
間
」
と
い

う
。
）
ご
と
に
つ
き
一
日
を
限
度
と
し
て
各
省
各

庁
の
長
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
日
（
休
日
等
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
は
、
イ
に
定
め
る
あ
ら
か
じ
め

定
め
る
時
間
未
満
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

三

前
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休
日
（
勤
務
時

（
新
設
）

間
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
祝
日
法
に
よ
る
休
日
又

は
年
末
年
始
の
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の

他
人
事
院
の
定
め
る
日
に
つ
い
て
は
、
七
時
間
四
十

五
分
（
法
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年



前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤

務
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
単
位
期
間
ご
と
の
期
間
に

お
け
る
勤
務
時
間
を
当
該
期
間
に
お
け
る
勤
務
時
間

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
（
同
項
に

規
定
す
る
週
休
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の

日
の
日
数
で
除
し
て
得
た
時
間
）
の
勤
務
時
間
を
割

り
振
る
こ
と
。

四

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後

二

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
（
前
号
ロ
に
定
め
る
あ

四
時
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
標
準
休
憩
時
間
（
各
省

ら
か
じ
め
定
め
る
日
を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら

各
庁
の
長
が
、
職
員
が
勤
務
す
る
部
局
又
は
機
関
の

午
後
四
時
ま
で
の
時
間
帯
に
お
い
て
、
標
準
休
憩
時

職
員
の
休
憩
時
間
等
を
考
慮
し
て
、
そ
の
時
間
並
び

間
（
各
省
各
庁
の
長
が
、
職
員
が
勤
務
す
る
部
局
又



に
始
ま
る
時
刻
及
び
終
わ
る
時
刻
を
定
め
る
標
準
的

は
機
関
の
職
員
の
休
憩
時
間
等
を
考
慮
し
て
、
そ
の

な
休
憩
時
間
を
い
う
。
）
を
除
い
て
連
続
す
る
よ
う

時
間
並
び
に
始
ま
る
時
刻
及
び
終
わ
る
時
刻
を
定
め

に
、
一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
四
時
間
以
下
の
範
囲

る
標
準
的
な
休
憩
時
間
を
い
う
。
次
項
及
び
第
四
条

内
で
各
省
各
庁
の
長
が
部
局
又
は
機
関
ご
と
に
あ
ら

の
三
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
き
、

か
じ
め
定
め
る
時
間
帯
に
、
当
該
部
局
又
は
機
関
に

一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
四
時
間
以
下
の
範
囲
内
で

勤
務
す
る
こ
の
項
の
基
準
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り

各
省
各
庁
の
長
が
部
局
又
は
機
関
ご
と
に
あ
ら
か
じ

振
る
職
員
に
共
通
し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ

め
定
め
る
連
続
す
る
時
間
は
、
当
該
部
局
又
は
機
関

と
。
た
だ
し
、
特
例
対
象
日
に
つ
い
て
は
、
当
該
時

に
勤
務
す
る
こ
の
項
の
基
準
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割

間
帯
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る

り
振
る
職
員
に
共
通
す
る
勤
務
時
間
と
す
る
こ
と
。

こ
と
。

五

始
業
の
時
刻
を
午
前
五
時
以
後
に
、
終
業
の
時
刻

三

始
業
の
時
刻
は
午
前
五
時
以
後
に
、
終
業
の
時
刻

を
午
後
十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
。

は
午
後
十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
各
省
各
庁



の
長
が
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
職
員
の
申
告

を
考
慮
し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
公
務
の
能

率
の
向
上
に
資
す
る
と
認
め
る
場
合
（
第
一
号
に
規
定

す
る
特
定
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
員
（
給
与
法
別
表
第
十
専

門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う

ち
、
調
査
、
研
究
又
は
情
報
の
分
析
を
主
と
し
て
行
う

職
員
そ
の
他
各
省
各
庁
の
長
が
人
事
院
と
協
議
し
て
定

め
る
職
員
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
公
務
の
能
率
の
向
上
に
特
に
資

す
る
と
認
め
る
場
合
）
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
及
び
同
項
第
三
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

も
の
と
な
る
よ
う
に
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規



定
に
基
づ
き
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

給
与
法
別
表
第
七
研
究
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け

る
職
員
（
試
験
所
、
研
究
所
そ
の
他
の
試
験
研
究
又

は
調
査
研
究
に
関
す
る
業
務
を
行
う
機
関
の
長
及
び

次
長
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特
定
研
究

職
員
」
と
い
う
。
）
、
任
期
付
研
究
員
法
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職

員
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
任
期
付
研
究
員
」
と

い
う
。
）
若
し
く
は
試
験
研
究
に
関
す
る
業
務
の
遂

行
を
支
援
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
（
特
定
研
究

職
員
の
う
ち
試
験
研
究
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る

職
員
又
は
任
期
付
研
究
員
の
指
揮
監
督
の
下
に
業
務

の
相
当
の
部
分
を
自
ら
の
判
断
で
遂
行
す
る
職
員
に



限
る
。
）
又
は
特
定
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
員

次
に
掲

げ
る
基
準

イ

勤
務
時
間
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
こ

と
。

⑴

一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
と
す
る
こ
と
。
た

だ
し
、
休
日
等
に
つ
い
て
は
、
七
時
間
四
十
五

分
と
す
る
こ
と
。

⑵

区
分
期
間
ご
と
に
つ
き
一
日
を
限
度
と
し
て

各
省
各
庁
の
長
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
日
（
休

日
等
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
二
時
間
未
満

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ロ

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
（
イ
⑵
に
定
め
る
あ

ら
か
じ
め
定
め
る
日
を
除
く
。
）
の
う
ち
一
日
以



上
の
日
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
の
時
間

帯
に
お
い
て
、
標
準
休
憩
時
間
を
除
き
、
一
日
に

つ
き
二
時
間
以
上
四
時
間
以
下
の
範
囲
内
で
各
省

各
庁
の
長
が
部
局
又
は
機
関
ご
と
に
あ
ら
か
じ
め

定
め
る
連
続
す
る
時
間
は
、
当
該
部
局
又
は
機
関

に
勤
務
す
る
こ
の
号
の
基
準
に
よ
り
勤
務
時
間
を

割
り
振
る
職
員
に
共
通
す
る
勤
務
時
間
と
す
る
こ

と
。

二

矯
正
施
設
（
矯
正
医
官
の
兼
業
の
特
例
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
二

条
第
一
号
に
規
定
す
る
矯
正
施
設
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
長
で
あ
る
矯
正
医
官
（
同
条
第
二
号
に
規

定
す
る
矯
正
医
官
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の



矯
正
医
官
で
あ
っ
て
、
矯
正
施
設
の
外
の
医
療
機

関
、
大
学
そ
の
他
の
場
所
に
お
け
る
医
療
に
関
す
る

調
査
研
究
若
し
く
は
情
報
の
収
集
若
し
く
は
交
換
又

は
矯
正
施
設
内
に
お
け
る
医
療
に
関
す
る
調
査
研
究

に
従
事
す
る
も
の

次
に
掲
げ
る
基
準

イ

勤
務
時
間
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
こ

と
。

⑴

一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
と
す
る
こ
と
。
た

だ
し
、
休
日
等
に
つ
い
て
は
、
七
時
間
四
十
五

分
と
す
る
こ
と
。

⑵

区
分
期
間
ご
と
に
つ
き
一
日
を
限
度
と
し
て

各
省
各
庁
の
長
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
日
（
休

日
等
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
二
時
間
未
満



と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ロ

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
（
イ
⑵
に
定
め
る
あ

ら
か
じ
め
定
め
る
日
を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か

ら
午
後
四
時
ま
で
の
時
間
帯
に
お
い
て
、
標
準
休

憩
時
間
を
除
き
、
各
省
各
庁
の
長
が
あ
ら
か
じ
め

定
め
る
連
続
す
る
二
時
間
が
、
勤
務
時
間
の
一
部

と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

２

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
七
時
間
四
十

３

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
七
時
間
四
十

五
分
に
満
た
な
い
勤
務
時
間
を
割
り
振
ろ
う
と
す
る
日

五
分
に
満
た
な
い
勤
務
時
間
を
割
り
振
ろ
う
と
す
る
日

に
係
る
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勤

に
係
る
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く

務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と

勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
の
定
め
る

こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
基

と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
又
は
前

準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

項
各
号
（
い
ず
れ
も
休
日
等
に
割
り
振
る
勤
務
時
間
に



係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
定
め
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

３

職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
に
必
要
な
場
合
と
し

４

職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
に
必
要
な
場
合
と
し

て
人
事
院
の
定
め
る
場
合
に
係
る
勤
務
時
間
法
第
六
条

て
人
事
院
の
定
め
る
場
合
に
係
る
勤
務
時
間
法
第
六
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い

は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
第
四

て
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
第

号
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

二
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ
若
し
く
は
第
二
号
ロ
に
定

す
る
。

め
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

４

各
省
各
庁
の
長
は
、
第
一
項
各
号
（
第
一
号
及
び
第

５

各
省
各
庁
の
長
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
（
い
ず
れ

三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と

も
休
日
等
に
割
り
振
る
勤
務
時
間
に
係
る
部
分
を
除

が
、
公
務
の
能
率
の
向
上
に
資
し
、
か
つ
、
職
員
の
健

く
。
）
に
定
め
る
基
準
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
、
公
務
の

康
及
び
福
祉
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い

能
率
の
向
上
に
資
し
、
か
つ
、
職
員
の
健
康
及
び
福
祉

と
認
め
る
場
合
に
は
、
人
事
院
と
協
議
し
て
、
当
該
基

に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
場



準
に
つ
い
て
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

合
に
は
、
人
事
院
と
協
議
し
て
、
当
該
基
準
に
つ
い
て

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
別
段
の
定
め
が
人
事
院
が
定

別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
人

い
て
、
当
該
別
段
の
定
め
が
人
事
院
が
定
め
る
基
準
に

事
院
と
の
協
議
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
人
事
院
と
の
協

議
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時

間
の
割
振
り
等
の
変
更
）

第
三
条
の
二

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

（
新
設
）

か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を

変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
申
告
及

び
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
休
憩
時
間
の
申
告
が

あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
申
告
ど
お
り
に



変
更
す
る
と
き
。

二

勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
行
っ
た
後
に
生
じ
た
事

由
に
よ
り
、
当
該
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
の
変
更
を

行
わ
な
け
れ
ば
公
務
の
運
営
に
支
障
が
生
ず
る
と
認

め
る
場
合
に
お
い
て
、
別
に
人
事
院
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
変
更
す
る
と
き
。

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務

間
の
割
振
り
等
の
申
告
）

時
間
の
割
振
り
の
手
続
）

第
四
条

申
告
は
、
第
三
条
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

第
四
条

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
職
員
の
申
告

よ
う
に
、
希
望
す
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
並

は
、
前
条
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ

び
に
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
並
び
に
第
四
条
の
三
第
一

ば
な
ら
な
い
。

項
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
職
員
と
し
て
申
告
を
す

る
か
を
明
ら
か
に
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



（
削
る
）

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
前
項
の
規

定
に
よ
る
申
告
（
次
項
第
二
号
を
除
き
、
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
単
に
「
申
告
」
と
い
う
。
）
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
勤
務
時
間
を

割
り
振
る
も
の
と
す
る
。

一

次
号
に
掲
げ
る
申
告
以
外
の
申
告

当
該
申
告
を

考
慮
し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
ど
お
り
の
勤
務
時
間

の
割
振
り
に
よ
る
と
公
務
の
運
営
に
支
障
が
生
ず
る

と
認
め
る
場
合
に
は
、
別
に
人
事
院
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。

二

前
条
第
二
項
に
定
め
る
基
準
に
係
る
申
告
及
び
特



定
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
員
の
申
告
（
始
業
及
び
終
業
の

時
刻
に
つ
い
て
当
該
特
定
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
員
の
申

告
を
考
慮
し
て
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
公
務

の
能
率
の
向
上
に
資
す
る
と
認
め
る
場
合
の
勤
務
時

間
の
割
振
り
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

こ
れ
ら
の

申
告
ど
お
り
に
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
申
告
ど
お
り
の
勤
務
時
間

の
割
振
り
に
よ
る
と
公
務
の
運
営
に
支
障
が
生
ず
る

と
認
め
る
場
合
に
は
、
別
に
人
事
院
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。

（
削
る
）

３

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割



振
り
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
後
の
勤

務
時
間
の
割
振
り
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

職
員
か
ら
あ
ら
か
じ
め
前
項
の
規
定
に
よ
り
割
り

振
ら
れ
た
勤
務
時
間
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
割

振
り
を
変
更
さ
れ
た
後
の
勤
務
時
間
の
始
業
又
は
終

業
の
時
刻
に
つ
い
て
変
更
の
申
告
が
あ
っ
た
場
合
に

お
い
て
、
当
該
申
告
ど
お
り
に
変
更
す
る
と
き
。

二

職
員
か
ら
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
休
憩
時

間
の
始
ま
る
時
刻
及
び
終
わ
る
時
刻
に
つ
い
て
の
申

告
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り

休
憩
時
間
を
置
く
た
め
に
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
変

更
す
る
と
き
。

三

前
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
又
は
こ



の
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
変
更
の

後
に
生
じ
た
事
由
に
よ
り
、
当
該
勤
務
時
間
の
割
振

り
又
は
当
該
変
更
の
後
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
よ

る
と
公
務
の
運
営
に
支
障
が
生
ず
る
と
認
め
る
場
合

に
お
い
て
、
別
に
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

変
更
す
る
と
き
。

（
削
る
）

４

申
告
並
び
に
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割

振
り
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
の

変
更
は
、
そ
れ
ぞ
れ
申
告
簿
及
び
割
振
り
簿
に
よ
り
行

う
も
の
と
し
、
申
告
簿
及
び
割
振
り
簿
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
事
務
総
長
が
定
め
る
。

（
申
告
・
割
振
り
簿
）

第
四
条
の
二

申
告
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
は
、
申

(

新
設
）



告
・
割
振
り
簿
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
申
告
・
割
振

り
簿
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
事
務
総
長
が
定
め
る
。

（
単
位
期
間
等
）

（
単
位
期
間
）

第
四
条
の
三

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
人
事
院
規

第
四
条
の
二

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の
人
事
院
規

則
で
定
め
る
期
間
（
第
三
項
に
お
い
て
「
単
位
期
間
」

則
で
定
め
る
期
間
は
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時

と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に

間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
四
週
間
（
四
週
間
で
は
適
正

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

に
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

と
し
て
人
事
院
の
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
人
事
院

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
週
間
、
二
週
間
又
は
三

週
間
）
と
し
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日

及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
一
週
間
、
二
週

間
、
三
週
間
又
は
四
週
間
の
う
ち
職
員
が
選
択
す
る
期

間
と
す
る
。



一

次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

四
週
間
（
四

（
新
設
）

週
間
で
は
適
正
に
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
行
う
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
と
し
て
人
事
院
の
定
め
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

一
週
間
、
二
週
間
又
は
三
週
間
）

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
（
以
下
こ
の
条

（
新
設
）

に
お
い
て
「
育
児
介
護
等
職
員
」
と
い
う
。
）
で

あ
っ
て
、
当
該
職
員
と
し
て
申
告
を
し
た
も
の

一

週
間
、
二
週
間
、
三
週
間
又
は
四
週
間
の
う
ち
職
員

が
選
択
す
る
期
間

イ

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
（
民

法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百

十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
当
該



職
員
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養

子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し

た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判

所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ

て
、
当
該
職
員
が
現
に
監
護
す
る
も
の
又
は
児
童

福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法

第
六
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親

（
以
下
こ
の
イ
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
第
八
号

に
お
い
て
「
養
子
縁
組
里
親
」
と
い
う
。
）
で
あ

る
職
員
若
し
く
は
同
法
第
六
条
の
四
第
一
号
に
規

定
す
る
養
育
里
親
（
第
二
十
二
条
第
一
項
第
八
号

に
お
い
て
「
養
育
里
親
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
職



員
（
児
童
の
親
そ
の
他
の
同
法
第
二
十
七
条
第
四

項
に
規
定
す
る
者
の
意
に
反
す
る
た
め
、
同
項
の

規
定
に
よ
り
、
養
子
縁
組
里
親
と
し
て
当
該
児
童

を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
に
限
る
。
）

に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
を
含
む
。
第
二
十
三
条

第
一
項
第
二
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
又
は
小

学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
若
し
く
は
特

別
支
援
学
校
の
小
学
部
に
就
学
し
て
い
る
子
を
養

育
す
る
職
員

ロ

勤
務
時
間
法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要

介
護
者
（
第
二
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第

二
十
三
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
「
要
介
護
者
」

と
い
う
。
）
を
介
護
す
る
職
員



ハ

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
職
員
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の

職
員
の
状
況
に
類
す
る
状
況
に
あ
る
職
員
と
し
て

人
事
院
が
定
め
る
職
員

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
育
児
介
護
等
職
員
と
し
て
申
告

（
新
設
）

を
し
た
職
員
に
つ
い
て
、
育
児
介
護
等
職
員
に
該
当
す

る
事
由
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
申
告
を
し
た
職
員
に
対
し
て
、
証
明
書
類
の
提
出

等
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

育
児
介
護
等
職
員
と
し
て
申
告
を
し
て
勤
務
時
間
の

（
新
設
）

割
振
り
等
を
行
わ
れ
た
職
員
は
、
育
児
介
護
等
職
員
に

該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、

そ
の
旨
を
各
省
各
庁
の
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
勤
務
時
間
の
割
振



り
等
に
係
る
単
位
期
間
の
末
日
ま
で
の
間
、
引
き
続

き
、
そ
の
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
直
前
の
当
該
単

位
期
間
に
係
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
週
休

日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
基
準
）

（
削
る
）

第
四
条
の
三

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
く
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
は
、
次
に
掲
げ

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
週
休

日
に
加
え
て
設
け
る
週
休
日
は
、
区
分
期
間
ご
と
に

つ
き
一
日
を
限
度
と
す
る
こ
と
。

二

勤
務
時
間
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
こ



と
。

イ

一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
四
時
間
以
下
の
範
囲

内
で
各
省
各
庁
の
長
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
時
間

以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
休
日
等
に
つ
い
て

は
、
七
時
間
四
十
五
分
と
す
る
こ
と
。

ロ

区
分
期
間
（
前
号
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
を
含

む
区
分
期
間
を
除
く
。
）
ご
と
に
つ
き
一
日
を
限

度
と
し
て
職
員
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
日
（
次

号
に
お
い
て
「
特
例
対
象
日
」
と
い
う
。
）
（
休

日
等
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
イ
に
定
め
る
あ

ら
か
じ
め
定
め
る
時
間
未
満
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
。

三

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後



四
時
ま
で
の
時
間
帯
に
お
い
て
、
標
準
休
憩
時
間
を

除
き
、
一
日
に
つ
き
二
時
間
以
上
四
時
間
以
下
の
範

囲
内
で
各
省
各
庁
の
長
が
部
局
又
は
機
関
ご
と
に
あ

ら
か
じ
め
定
め
る
連
続
す
る
時
間
は
、
当
該
部
局
又

は
機
関
に
勤
務
す
る
こ
の
項
の
基
準
に
よ
り
勤
務
時

間
を
割
り
振
る
職
員
に
共
通
す
る
勤
務
時
間
と
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
特
例
対
象
日
を
指
定
し
た
職
員
の

当
該
特
例
対
象
日
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

こ
と
。

四

始
業
の
時
刻
は
午
前
五
時
以
後
に
、
終
業
の
時
刻

は
午
後
十
時
以
前
に
設
定
す
る
こ
と
。

２

第
三
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項

の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
に



つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三

項
中
「
第
六
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
四

項
」
と
、
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
又
は
前
項
各

号
（
い
ず
れ
も
休
日
等
に
割
り
振
る
勤
務
時
間
に
係
る

部
分
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
の
三
第
一

項
第
二
号
（
休
日
等
に
割
り
振
る
勤
務
時
間
に
係
る
部

分
を
除
く
。
）
及
び
第
三
号
」
と
、
同
条
第
四
項
中

「
第
六
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
四
項
」

と
、
「
第
一
項
第
二
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ
若
し
く

は
第
二
号
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
の
三
第
一
項
第

三
号
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
又
は
第
二
項

（
い
ず
れ
も
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
の
三
第
一
項
第

二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
（
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す



る
。

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
週
休

日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
手
続
）

（
削
る
）

第
四
条
の
四

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
職
員
の
申

告
は
、
前
条
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
（
第

四
項
第
二
号
を
除
き
、
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に

「
申
告
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
事
由
を
確
認

す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
告
を
し

た
職
員
に
対
し
て
、
証
明
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

３

各
省
各
庁
の
長
は
、
申
告
を
考
慮
し
て
前
条
第
一
項



第
一
号
の
基
準
に
よ
る
週
休
日
を
設
け
、
及
び
勤
務
時

間
を
割
り
振
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

各
省
各
庁
の
長
は
、
で
き
る
限
り
、
当
該
週
休
日
及
び

勤
務
時
間
の
割
振
り
が
申
告
ど
お
り
と
な
る
よ
う
に
努

め
る
も
の
と
し
、
当
該
申
告
ど
お
り
に
週
休
日
を
設

け
、
及
び
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
と
公
務
の
運
営
に
支

障
が
生
ず
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
別
に
人
事
院
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
週
休
日
を
設
け
、
及
び
勤
務
時
間

を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

４

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
週
休
日
及
び
勤

務
時
間
の
割
振
り
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ

れ
た
後
の
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
を
変
更
す



る
こ
と
が
で
き
る
。

一

職
員
か
ら
あ
ら
か
じ
め
前
項
の
規
定
に
よ
り
設
け

ら
れ
た
週
休
日
及
び
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
始

業
若
し
く
は
終
業
の
時
刻
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ

り
変
更
さ
れ
た
後
の
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
始
業

若
し
く
は
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て
変
更
の
申
告
が

あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
ど
お
り
に
変
更

す
る
と
き
。

二

職
員
か
ら
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
休
憩
時

間
の
始
ま
る
時
刻
及
び
終
わ
る
時
刻
に
つ
い
て
の
申

告
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り

休
憩
時
間
を
置
く
た
め
に
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の

割
振
り
を
変
更
す
る
と
き
。



三

前
項
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
を
設
け
、
及
び
勤
務

時
間
の
割
振
り
を
行
い
、
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ

り
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
変
更
を
行
っ

た
後
に
生
じ
た
事
由
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る

週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
又
は
こ
の
項
の
規

定
に
よ
る
変
更
の
後
の
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割

振
り
に
よ
る
と
公
務
の
運
営
に
支
障
が
生
ず
る
と
認

め
る
場
合
に
お
い
て
、
別
に
人
事
院
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
変
更
す
る
と
き
。

５

第
四
条
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
、
第
三
項
及
び

前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
申
告
並
び
に

第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
の
四
第
二
項
に
規
定



す
る
申
告
並
び
に
同
条
第
三
項
」
と
、
「
勤
務
時
間
の

割
振
り
及
び
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
週
休
日
の
設
定
及

び
勤
務
時
間
の
割
振
り
並
び
に
同
条
第
四
項
」
と
、

「
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
」
と
あ
る
の
は
「
週
休
日
及

び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
適
用
職
員
）

（
削
る
）

第
四
条
の
五

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
第
一
号
の
そ

の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め

る
者
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六

十
四
号
）
第
六
条
の
四
第
一
号
に
規
定
す
る
養
育
里
親

（
以
下
「
養
育
里
親
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
職
員
（
児

童
の
親
そ
の
他
の
同
法
第
二
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す



る
者
の
意
に
反
す
る
た
め
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
同

法
第
六
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親

（
以
下
「
養
子
縁
組
里
親
」
と
い
う
。
）
と
し
て
当
該

児
童
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
に
限
る
。
）

に
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
委

託
さ
れ
て
い
る
当
該
児
童
と
す
る
。

２

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
第
一
号
の
そ
の
他
人
事

院
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
（
第
二
号
に

掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
職
員
と
同
居
し
て
い
る
も
の

に
限
る
。
）
と
す
る
。

一

祖
父
母
、
孫
及
び
兄
弟
姉
妹

二

職
員
又
は
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚

姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
別
表
第



二
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
の
間
に
お
い
て
事
実
上
父

母
と
同
様
の
関
係
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
職

員
と
の
間
に
お
い
て
事
実
上
子
と
同
様
の
関
係
に
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
人
事
院
が
定
め
る
も
の

３

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
第
一
号
の
人
事
院
規
則

で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
（
勤
務

時
間
法
第
六
条
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
子
に
含
ま

れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又

は
小
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
若
し
く
は

特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
に
就
学
し
て
い
る
子
を
養

育
す
る
職
員

二

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る



配
偶
者
等
で
あ
っ
て
、
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ

り
二
週
間
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む

の
に
支
障
が
あ
る
も
の
を
介
護
す
る
職
員

（
削
る
）

第
四
条
の
五
の
二

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
第
二
号

の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
障
害
者
の
雇
用
の

促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二

十
三
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
障
害
者
で
あ
る

職
員
の
う
ち
、
同
法
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る

対
象
障
害
者
で
あ
る
職
員
及
び
当
該
職
員
以
外
の
職
員

で
あ
っ
て
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
配
慮
を
必
要

と
す
る
者
と
し
て
規
則
一
〇
―
四
（
職
員
の
保
健
及
び

安
全
保
持
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
健
康
管
理
医

が
認
め
る
も
の
と
す
る
。



（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
適
用
職
員
に
該
当
し

な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
の
届
出
）

（
削
る
）

第
四
条
の
六

第
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
週
休

日
を
設
け
、
及
び
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
れ
た
職
員

は
、
第
四
条
の
五
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
又
は
前

条
に
規
定
す
る
職
員
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場

合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
各
省
各
庁
の
長
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
は
、
状
況
変
更
届
に
よ
り
行
う
も
の
と

し
、
状
況
変
更
届
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
事
務
総
長

が
定
め
る
。

３

第
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
届
出
に

つ
い
て
準
用
す
る
。



（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の
適
用
職
員
に
該
当
し

な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
の
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
）

（
削
る
）

第
四
条
の
七

第
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
週
休

日
を
設
け
、
及
び
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
れ
た
職
員

が
、
単
位
期
間
の
中
途
に
お
い
て
第
四
条
の
五
第
三
項

各
号
に
掲
げ
る
職
員
又
は
第
四
条
の
五
の
二
に
規
定
す

る
職
員
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る

当
該
単
位
期
間
の
末
日
ま
で
の
間
の
週
休
日
及
び
勤
務

時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
、
そ
の
該
当

し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
直
前
に
当
該
単
位
期
間
に
つ
い

て
設
け
ら
れ
た
週
休
日
及
び
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
特
別
の
形
態
に
よ
っ
て
勤
務
す
る
必
要
の
あ
る
職
員

（
特
別
の
形
態
に
よ
っ
て
勤
務
す
る
必
要
の
あ
る
職
員



の
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
基
準
等
）

の
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
基
準
等
）

第
五
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
勤
務
時
間
法
第
七
条
第
二

第
五
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
勤
務
時
間
法
第
七
条
第
二

項
本
文
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
週
休
日
及
び
勤
務
時

項
本
文
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
週
休
日
及
び
勤
務
時

間
の
割
振
り
を
定
め
る
場
合
に
は
、
勤
務
日
（
勤
務
時

間
の
割
振
り
を
定
め
る
場
合
に
は
、
勤
務
日
（
勤
務
時

間
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
日
を
い
う
。
以

間
法
第
八
条
に
規
定
す
る
勤
務
日
を
い
う
。
以
下
同

下
同
じ
。
）
が
引
き
続
き
十
二
日
を
超
え
な
い
よ
う
に

じ
。
）
が
引
き
続
き
十
二
日
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
、

し
、
か
つ
、
一
回
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
る
勤
務
時
間

か
つ
、
一
回
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
る
勤
務
時
間
が
十

が
十
六
時
間
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

六
時
間
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
週
休
日
の
振
替
等
）

（
週
休
日
の
振
替
等
）

第
六
条

勤
務
時
間
法
第
八
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に

第
六
条

勤
務
時
間
法
第
八
条
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ

期
間
は
、
同
条
の
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ



の
項
、
次
項
第
三
号
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同

る
日
を
起
算
日
と
す
る
四
週
間
前
の
日
か
ら
当
該
勤
務

じ
。
）
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
勤
務
時
間

す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
を
起
算
日
と
す
る

法
第
八
条
第
一
項
の
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が

八
週
間
後
の
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

あ
る
日
を
起
算
日
と
す
る
四
週
間
前
の
日
か
ら
当
該
勤

務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
を
起
算
日
と
す

る
八
週
間
後
の
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
週
休
日
の
振
替
等
（
次
の
各
号

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
週
休
日
の
振
替
（
勤
務
時
間
法

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
勤
務
日
を
週
休
日
に
変
更
し

じ
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
週
休
日
の
振
替
等
を
行
っ

て
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
を
同
条
の

た
後
に
お
い
て
、
週
休
日
又
は
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら

勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る

な
い
日
（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間

こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は

法
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同

四
時
間
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
（
同
条
の
規
定
に

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い

基
づ
き
勤
務
日
（
四
時
間
の
勤
務
時
間
の
み
が
割
り
振



日
を
い
う
。
第
二
十
一
条
第
五
項
及
び
第
二
十
二
条
第

ら
れ
て
い
る
日
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

一
項
第
十
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
毎
四
週
間
に
つ

じ
。
）
の
う
ち
四
時
間
の
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務
日
に

き
四
日
以
上
と
な
る
よ
う
に
し
、
か
つ
、
勤
務
日
等

割
り
振
る
こ
と
を
や
め
て
当
該
四
時
間
の
勤
務
時
間
を

（
勤
務
時
間
法
第
十
条
に
規
定
す
る
勤
務
日
等
を
い

勤
務
時
間
法
第
八
条
の
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
引
き
続
き
二
十
四
日
を
超
え
な

が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
週
休
日
の
振
替

一

週
休
日
の
振
替
（
勤
務
時
間
法
第
八
条
第
一
項
の

又
は
四
時
間
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
（
以
下
「
週

規
定
に
基
づ
き
勤
務
日
を
週
休
日
に
変
更
し
て
当
該

休
日
の
振
替
等
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
後
に
お
い

勤
務
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
を
同
項
の
勤
務

て
、
週
休
日
が
毎
四
週
間
に
つ
き
四
日
以
上
と
な
る
よ

す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ

う
に
し
、
か
つ
、
勤
務
日
等
（
勤
務
時
間
法
第
十
条
に

と
を
い
う
。
）

規
定
す
る
勤
務
日
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
引
き

二

勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
の
振
替
（
勤
務
時

続
き
二
十
四
日
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

間
法
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

な
い
。



る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
勤
務
日
を
勤
務
時

間
を
割
り
振
ら
な
い
日
に
変
更
し
て
当
該
勤
務
日
に

割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
を
同
項
の
勤
務
す
る
こ
と

を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ
と
を
い

う
。
）

三

四
時
間
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
（
勤
務
時
間

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
勤
務
日
（
四
時

間
の
勤
務
時
間
の
み
が
割
り
振
ら
れ
て
い
る
日
を
除

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
四
時

間
の
勤
務
時
間
を
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
る
こ
と
を

や
め
て
当
該
四
時
間
の
勤
務
時
間
を
同
項
の
勤
務
す

る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ
と

を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）



３

（
略
）

３

（
略
）

（
休
憩
時
間
）

（
休
憩
時
間
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
二
項
又

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
二
項
か

は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
場
合

ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る

（
勤
務
時
間
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら

場
合
に
お
い
て
、
公
務
の
運
営
並
び
に
職
員
の
健
康
及

の
勤
務
時
間
を
同
項
の
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要

び
福
祉
を
考
慮
し
て
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、

が
あ
る
日
に
割
り
振
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、

前
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
連
続
す
る
正
規

公
務
の
運
営
並
び
に
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
を
考
慮
し

の
勤
務
時
間
が
六
時
間
三
十
分
を
超
え
る
こ
と
と
な
る

て
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
第
一
号
の
規

前
に
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
連
続
す
る
正
規
の
勤
務
時
間
が
六

時
間
三
十
分
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
前
に
休
憩
時
間
を

置
く
こ
と
が
で
き
る
。



３

（
略
）

３

（
略
）

４

各
省
各
庁
の
長
は
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の

４

各
省
各
庁
の
長
は
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
又

規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
場
合
に
は
、
職
員

は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
場
合

か
ら
の
休
憩
時
間
の
申
告
を
考
慮
し
て
休
憩
時
間
を
置

に
お
い
て
、
第
四
条
第
一
項
又
は
第
四
条
の
四
第
一
項

く
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
ど

の
規
定
に
よ
る
申
告
を
し
た
職
員
か
ら
休
憩
時
間
の
始

お
り
に
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
に
よ
り
公
務
の
運
営
に

ま
る
時
刻
及
び
終
わ
る
時
刻
に
つ
い
て
前
三
項
に
定
め

支
障
が
生
ず
る
と
認
め
る
と
き
は
、
別
に
人
事
院
の
定

る
基
準
に
適
合
す
る
申
告
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
当
該

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
と
異
な
る
休
憩
時
間

申
告
を
考
慮
し
て
休
憩
時
間
を
置
く
も
の
と
す
る
。
こ

を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
が
第
一
項
又
は
前
項
に

定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
申
告

ど
お
り
に
休
憩
時
間
を
置
く
と
公
務
の
運
営
に
支
障
が

生
ず
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
別
に
人
事
院
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の



と
す
る
。

５

前
項
に
規
定
す
る
休
憩
時
間
の
申
告
は
、
勤
務
時
間

５

前
項
の
規
定
に
よ
る
休
憩
時
間
の
申
告
は
、
休
憩
時

法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
申
告
を
す
る
際
に
、
併

間
申
告
簿
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
休
憩
時
間
申
告
簿

せ
て
、
第
四
条
の
二
に
規
定
す
る
申
告
・
割
振
り
簿
に

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
事
務
総
長
が
定
め
る
。

よ
り
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
三
条
に
定
め

る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
休
憩
時
間
の
始
ま
る
時

刻
及
び
終
わ
る
時
刻
を
明
ら
か
に
し
て
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

６

（
略
）

６

（
略
）

（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
の
明
示
）

（
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
の
明
示
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設
け
、

規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
り
、
若
し
く
は
同
条



若
し
く
は
勤
務
時
間
を
割
り
振
り
、
又
は
週
休
日
の
振

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
週
休
日
を
設
け
、
及
び
勤
務
時

替
等
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ

間
を
割
り
振
り
、
又
は
週
休
日
の
振
替
等
を
行
っ
た
場

に
よ
り
、
職
員
に
対
し
て
速
や
か
に
そ
の
内
容
を
通
知

合
に
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
に

す
る
も
の
と
す
る
。

対
し
て
速
や
か
に
そ
の
内
容
を
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。

（
通
常
の
勤
務
場
所
を
離
れ
て
勤
務
す
る
職
員
の
勤
務

（
通
常
の
勤
務
場
所
を
離
れ
て
勤
務
す
る
職
員
の
勤
務

時
間
）

時
間
）

第
十
条

勤
務
時
間
法
第
十
条
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る

第
十
条

勤
務
時
間
法
第
十
条
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る

勤
務
は
、
次
に
掲
げ
る
勤
務
（
人
事
院
が
定
め
る
基
準

勤
務
は
、
次
に
掲
げ
る
勤
務
（
人
事
院
が
定
め
る
基
準

に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

矯
正
医
官
（
矯
正
医
官
の
兼
業
の
特
例
等
に
関
す

二

矯
正
医
官
が
行
う
施
設
外
勤
務
（
矯
正
施
設
の
外

る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
二

の
医
療
機
関
、
大
学
そ
の
他
の
場
所
に
お
い
て
医
療



条
第
二
号
に
規
定
す
る
矯
正
医
官
を
い
う
。
）
が
行

に
関
す
る
調
査
研
究
又
は
情
報
の
収
集
若
し
く
は
交

う
施
設
外
勤
務
（
矯
正
施
設
（
同
条
第
一
号
に
規
定

換
を
行
う
勤
務
を
い
う
。
）

す
る
矯
正
施
設
を
い
う
。
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号

ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
外
の
医
療
機
関
、
大
学
そ

の
他
の
場
所
に
お
い
て
医
療
に
関
す
る
調
査
研
究
又

は
情
報
の
収
集
若
し
く
は
交
換
を
行
う
勤
務
を
い

う
。
）

（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
の
適
用
除
外

（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
つ
い
て
の
適
用
除
外

等
）

等
）

第
十
二
条
の
二

第
三
条
か
ら
第
四
条
の
二
ま
で
、
第
四

第
十
二
条
の
二

第
三
条
、
第
四
条
、
第
四
条
の
三
か
ら

条
の
三
（
第
一
項
第
一
号
を
除
く
。
）
並
び
に
第
五
条

第
四
条
の
七
ま
で
並
び
に
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
を

の
規
定
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
及
び

し
て
い
る
職
員
及
び
育
児
休
業
法
第
二
十
二
条
の
規
定

育
児
休
業
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務



に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
（
以
下
「
育
児

を
し
て
い
る
職
員
（
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員

短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）
に
は
適
用
し
な

等
」
と
い
う
。
）
に
は
適
用
し
な
い
。

い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
宿
日
直
勤
務
）

（
宿
日
直
勤
務
）

第
十
三
条

勤
務
時
間
法
第
十
三
条
第
一
項
の
人
事
院
規

第
十
三
条

勤
務
時
間
法
第
十
三
条
第
一
項
の
人
事
院
規

則
で
定
め
る
断
続
的
な
勤
務
は
、
次
に
掲
げ
る
勤
務
と

則
で
定
め
る
断
続
的
な
勤
務
は
、
次
に
掲
げ
る
勤
務
と

す
る
。

す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

次
に
掲
げ
る
当
直
勤
務

三

次
に
掲
げ
る
当
直
勤
務

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

国
立
児
童
自
立
支
援
施
設
又
は
障
害
者
支
援
施

（
新
設
）

設
に
お
け
る
入
所
者
の
生
活
介
助
等
の
た
め
の
当



直
勤
務

ホ

矯
正
施
設
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
当
直
勤
務

ニ

刑
務
所
等
の
矯
正
施
設
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る

当
直
勤
務

⑴
・
⑵

（
略
）

⑴
・
⑵

（
略
）

へ
～
チ

（
略
）

ホ
～
ト

（
略
）

（
削
る
）

チ

障
害
者
支
援
施
設
又
は
国
立
児
童
自
立
支
援
施

設
に
お
け
る
入
所
者
の
生
活
介
助
等
の
た
め
の
当

直
勤
務

リ
～
ル

（
略
）

リ
～
ル

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
病
気
休
暇
）

（
病
気
休
暇
）

第
二
十
一
条

（
略
）

第
二
十
一
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）



５

療
養
期
間
中
の
週
休
日
、
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な

５

療
養
期
間
中
の
週
休
日
、
休
日
、
代
休
日
そ
の
他
の

い
日
、
休
日
、
代
休
日
そ
の
他
の
病
気
休
暇
の
日
以
外

病
気
休
暇
の
日
以
外
の
勤
務
し
な
い
日
は
、
第
一
項
た

の
勤
務
し
な
い
日
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項

だ
し
書
及
び
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に

か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
特
定
病

つ
い
て
は
、
特
定
病
気
休
暇
を
使
用
し
た
日
と
み
な

気
休
暇
を
使
用
し
た
日
と
み
な
す
。

す
。

６

（
略
）

６

（
略
）

（
特
別
休
暇
）

（
特
別
休
暇
）

第
二
十
二
条

勤
務
時
間
法
第
十
九
条
の
人
事
院
規
則
で

第
二
十
二
条

勤
務
時
間
法
第
十
九
条
の
人
事
院
規
則
で

定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
し
、
そ

定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
し
、
そ

の
期
間
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

の
期
間
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

生
後
一
年
に
達
し
な
い
子
を
育
て
る
職
員
が
、
そ

八

生
後
一
年
に
達
し
な
い
子
を
育
て
る
職
員
が
、
そ

の
子
の
保
育
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
授
乳
等

の
子
の
保
育
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
授
乳
等



を
行
う
場
合

一
日
二
回
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
以
内
の

を
行
う
場
合

一
日
二
回
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
以
内
の

期
間
（
男
子
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
子
の
当
該
職

期
間
（
男
子
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
子
の
当
該
職

員
以
外
の
親
（
当
該
子
に
つ
い
て
民
法
第
八
百
十
七

員
以
外
の
親
（
当
該
子
に
つ
い
て
民
法
（
明
治
二
十

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
養
子
縁
組
の
成

九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
十
七
条
の
二
第
一

立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請

項
の
規
定
に
よ
り
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て

求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い

家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家

る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
当
該
子
を
現
に
監
護

事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限

す
る
も
の
又
は
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第

る
。
）
で
あ
っ
て
当
該
子
を
現
に
監
護
す
る
も
の
又

三
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
子
を
委
託
さ
れ
て
い
る
養

は
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定

子
縁
組
里
親
で
あ
る
者
若
し
く
は
養
育
里
親
で
あ
る

に
よ
り
当
該
子
を
委
託
さ
れ
て
い
る
養
子
縁
組
里
親

者
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
の
意
に
反
す
る
た

で
あ
る
者
若
し
く
は
養
育
里
親
で
あ
る
者
（
同
条
第

め
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
養
子
縁
組
里
親
と
し
て

四
項
に
規
定
す
る
者
の
意
に
反
す
る
た
め
、
同
項
の

委
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
限
る
。
）
を
含

規
定
に
よ
り
、
養
子
縁
組
里
親
と
し
て
委
託
す
る
こ



む
。
）
が
当
該
職
員
が
こ
の
号
の
休
暇
を
使
用
し
よ

と
が
で
き
な
い
者
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）
が
当
該

う
と
す
る
日
に
お
け
る
こ
の
号
の
休
暇
（
こ
れ
に
相

職
員
が
こ
の
号
の
休
暇
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
日
に

当
す
る
休
暇
を
含
む
。
）
を
承
認
さ
れ
、
又
は
労
働

お
け
る
こ
の
号
の
休
暇
（
こ
れ
に
相
当
す
る
休
暇
を

基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
六

含
む
。
）
を
承
認
さ
れ
、
又
は
労
働
基
準
法
（
昭
和

十
七
条
の
規
定
に
よ
り
同
日
に
お
け
る
育
児
時
間
を

二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
六
十
七
条
の
規
定

請
求
し
た
場
合
は
、
一
日
二
回
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
か

に
よ
り
同
日
に
お
け
る
育
児
時
間
を
請
求
し
た
場
合

ら
当
該
承
認
又
は
請
求
に
係
る
各
回
ご
と
の
期
間
を

は
、
一
日
二
回
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
か
ら
当
該
承
認
又

差
し
引
い
た
期
間
を
超
え
な
い
期
間
）

は
請
求
に
係
る
各
回
ご
と
の
期
間
を
差
し
引
い
た
期

間
を
超
え
な
い
期
間
）

九
～
十
一

（
略
）

九
～
十
一

（
略
）

十
二

要
介
護
者
の
介
護
そ
の
他
の
人
事
院
が
定
め
る

十
二

勤
務
時
間
法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要

世
話
を
行
う
職
員
が
、
当
該
世
話
を
行
う
た
め
勤
務

介
護
者
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
の
介
護

し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

そ
の
他
の
人
事
院
が
定
め
る
世
話
を
行
う
職
員
が
、



一
の
年
に
お
い
て
五
日
（
要
介
護
者
が
二
人
以
上
の

当
該
世
話
を
行
う
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で

場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）
の
範
囲
内
の
期
間

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

一
の
年
に
お
い
て
五
日

（
要
介
護
者
が
二
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十

日
）
の
範
囲
内
の
期
間

十
三
・
十
四

（
略
）

十
三
・
十
四

（
略
）

十
五

職
員
が
夏
季
に
お
け
る
盆
等
の
諸
行
事
、
心
身

十
五

職
員
が
夏
季
に
お
け
る
盆
等
の
諸
行
事
、
心
身

の
健
康
の
維
持
及
び
増
進
又
は
家
庭
生
活
の
充
実
の

の
健
康
の
維
持
及
び
増
進
又
は
家
庭
生
活
の
充
実
の

た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合

一
の
年
の
七
月
か
ら
九
月
ま
で
の
期
間

る
場
合

一
の
年
の
七
月
か
ら
九
月
ま
で
の
期
間

（
当
該
期
間
が
業
務
の
繁
忙
期
で
あ
る
こ
と
そ
の
他

（
当
該
期
間
が
業
務
の
繁
忙
期
で
あ
る
こ
と
そ
の
他

の
業
務
の
事
情
に
よ
り
当
該
期
間
内
に
こ
の
号
の
休

の
業
務
の
事
情
に
よ
り
当
該
期
間
内
に
こ
の
号
の
休

暇
の
全
部
又
は
一
部
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

暇
の
全
部
又
は
一
部
を
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
一
の
年
の
六

る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
一
の
年
の
六



月
か
ら
十
月
ま
で
の
期
間
）
内
に
お
け
る
、
週
休

月
か
ら
十
月
ま
で
の
期
間
）
内
に
お
け
る
、
週
休

日
、
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
、
勤
務
時
間
法

日
、
勤
務
時
間
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ

よ
り
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
に
つ
い
て
超

た
勤
務
時
間
の
全
部
に
つ
い
て
超
勤
代
休
時
間
が
指

勤
代
休
時
間
が
指
定
さ
れ
た
勤
務
日
等
、
休
日
及
び

定
さ
れ
た
勤
務
日
等
、
休
日
及
び
代
休
日
を
除
い
て

代
休
日
を
除
い
て
原
則
と
し
て
連
続
す
る
三
日
の
範

原
則
と
し
て
連
続
す
る
三
日
の
範
囲
内
の
期
間

囲
内
の
期
間

十
六
～
十
八

（
略
）

十
六
～
十
八

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
介
護
休
暇
）

（
介
護
休
暇
）

第
二
十
三
条

勤
務
時
間
法
第
二
十
条
第
一
項
の
人
事
院

第
二
十
三
条

勤
務
時
間
法
第
二
十
条
第
一
項
の
人
事
院

規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
（
第
二
号
に
掲

規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
二
週
間
以
上
の
期
間
と
す

げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
職
員
と
同
居
し
て
い
る
も
の
に

る
。

限
る
。
）
と
す
る
。



一

祖
父
母
、
孫
及
び
兄
弟
姉
妹

（
新
設
）

二

職
員
又
は
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚

（
新
設
）

姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
別
表
第

二
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
の
間
に
お
い
て
事
実
上
父

母
と
同
様
の
関
係
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
職

員
と
の
間
に
お
い
て
事
実
上
子
と
同
様
の
関
係
に
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
人
事
院
が
定
め
る
も
の

２

勤
務
時
間
法
第
二
十
条
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で
定

（
新
設
）

め
る
期
間
は
、
二
週
間
以
上
の
期
間
と
す
る
。

３

（
略
）

２

（
略
）

４

各
省
各
庁
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間

３

各
省
各
庁
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間

の
指
定
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
申
出
に
よ

の
指
定
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
申
出
に
よ

る
期
間
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
期
間
（
第
七
項
に
お

る
期
間
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
期
間
（
第
六
項
に
お



い
て
「
申
出
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
指
定
期
間
を
指

い
て
「
申
出
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
指
定
期
間
を
指

定
す
る
も
の
と
す
る
。

定
す
る
も
の
と
す
る
。

５

職
員
は
、
第
三
項
の
申
出
に
基
づ
き
前
項
若
し
く
は

４

職
員
は
、
第
二
項
の
申
出
に
基
づ
き
前
項
若
し
く
は

第
七
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
期
間
を
延
長

第
六
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
期
間
を
延
長

し
て
指
定
す
る
こ
と
又
は
当
該
指
定
期
間
若
し
く
は
こ

し
て
指
定
す
る
こ
と
又
は
当
該
指
定
期
間
若
し
く
は
こ

の
項
の
申
出
（
短
縮
の
指
定
の
申
出
に
限
る
。
）
に
基

の
項
の
申
出
（
短
縮
の
指
定
の
申
出
に
限
る
。
）
に
基

づ
き
次
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ

づ
き
次
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ

た
指
定
期
間
を
短
縮
し
て
指
定
す
る
こ
と
を
申
し
出
る

た
指
定
期
間
を
短
縮
し
て
指
定
す
る
こ
と
を
申
し
出
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
改
め
て
指

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
改
め
て
指

定
期
間
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
期
間
の
末

定
期
間
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
期
間
の
末

日
を
休
暇
簿
に
記
入
し
て
、
各
省
各
庁
の
長
に
対
し
申

日
を
休
暇
簿
に
記
入
し
て
、
各
省
各
庁
の
長
に
対
し
申

し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

各
省
各
庁
の
長
は
、
職
員
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る

５

各
省
各
庁
の
長
は
、
職
員
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る



指
定
期
間
の
延
長
又
は
短
縮
の
指
定
の
申
出
が
あ
っ
た

指
定
期
間
の
延
長
又
は
短
縮
の
指
定
の
申
出
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
第
四
項
、
こ
の
項
又
は
次
項
の
規
定
に
よ

場
合
に
は
、
第
三
項
、
こ
の
項
又
は
次
項
の
規
定
に
よ

り
指
定
さ
れ
た
指
定
期
間
の
初
日
か
ら
当
該
申
出
に
係

り
指
定
さ
れ
た
指
定
期
間
の
初
日
か
ら
当
該
申
出
に
係

る
末
日
ま
で
の
期
間
の
指
定
期
間
を
指
定
す
る
も
の
と

る
末
日
ま
で
の
期
間
の
指
定
期
間
を
指
定
す
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

７

第
四
項
又
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
省
各

６

第
三
項
又
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
省
各

庁
の
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
申
出
の
期
間
又
は
第
三
項
の

庁
の
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
申
出
の
期
間
又
は
第
二
項
の

申
出
に
基
づ
き
第
四
項
若
し
く
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ

申
出
に
基
づ
き
第
三
項
若
し
く
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ

り
指
定
さ
れ
た
指
定
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
第
五
項

り
指
定
さ
れ
た
指
定
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間
の
延
長
の
指
定
の
申
出
が

の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間
の
延
長
の
指
定
の
申
出
が

あ
っ
た
場
合
の
当
該
申
出
に
係
る
末
日
ま
で
の
期
間

あ
っ
た
場
合
の
当
該
申
出
に
係
る
末
日
ま
で
の
期
間

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
延
長
申
出
の
期
間
」
と
い

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
延
長
申
出
の
期
間
」
と
い

う
。
）
の
全
期
間
に
わ
た
り
第
二
十
六
条
た
だ
し
書
の

う
。
）
の
全
期
間
に
わ
た
り
第
二
十
六
条
た
だ
し
書
の



規
定
に
よ
り
介
護
休
暇
を
承
認
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら

規
定
に
よ
り
介
護
休
暇
を
承
認
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
期
間
を
指
定
期
間
と
し
て
指

か
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
期
間
を
指
定
期
間
と
し
て
指

定
し
な
い
も
の
と
し
、
申
出
の
期
間
又
は
延
長
申
出
の

定
し
な
い
も
の
と
し
、
申
出
の
期
間
又
は
延
長
申
出
の

期
間
中
の
一
部
の
日
が
同
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

期
間
中
の
一
部
の
日
が
同
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

介
護
休
暇
を
承
認
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
日
で
あ

介
護
休
暇
を
承
認
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
日
で
あ

る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
期
間
か
ら
当
該
日
を
除
い
た
期

る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
期
間
か
ら
当
該
日
を
除
い
た
期

間
に
つ
い
て
指
定
期
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

間
に
つ
い
て
指
定
期
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

８

（
略
）

７

（
略
）

（
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で
の
規
定
に
つ
い
て
の
別
段

（
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で
の
規
定
に
つ
い
て
の
別
段

の
定
め
）

の
定
め
）

第
三
十
二
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
業
務
若
し
く
は
勤
務

第
三
十
二
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
業
務
若
し
く
は
勤
務

条
件
の
特
殊
性
又
は
地
域
的
若
し
く
は
季
節
的
事
情
に

条
件
の
特
殊
性
又
は
地
域
的
若
し
く
は
季
節
的
事
情
に

よ
り
、
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
五
条
、

よ
り
、
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
四
条
の



第
六
条
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
八
条
第
一

三
、
第
五
条
、
第
六
条
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二

項
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び

項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
六
条

第
三
項
並
び
に
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
と
、

の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
七
条
第
一
項
の

能
率
を
甚
だ
し
く
阻
害
し
、
又
は
職
員
の
健
康
若
し
く

規
定
に
よ
る
と
、
能
率
を
甚
だ
し
く
阻
害
し
、
又
は
職

は
安
全
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
に
は
、
人
事
院

員
の
健
康
若
し
く
は
安
全
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
場

の
承
認
を
得
て
、
週
休
日
、
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な

合
に
は
、
人
事
院
の
承
認
を
得
て
、
週
休
日
、
勤
務
時

い
日
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
、
週
休
日
の
振
替
等
、
休

間
の
割
振
り
、
週
休
日
の
振
替
等
、
休
憩
時
間
、
休
息

憩
時
間
、
休
息
時
間
、
宿
日
直
勤
務
、
超
勤
代
休
時
間

時
間
、
宿
日
直
勤
務
、
超
勤
代
休
時
間
の
指
定
又
は
代

の
指
定
又
は
代
休
日
の
指
定
に
つ
い
て
別
段
の
定
め
を

休
日
の
指
定
に
つ
い
て
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
る
。

（
人
事
院
規
則
一
五
―
一
五
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

人
事
院
規
則
一
五
―
一
五
（
非
常
勤
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
次
の
表
に
よ
り
改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前



（
勤
務
時
間
）

（
勤
務
時
間
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
期
間
業
務
職
員
（
規
則
八
―
一

（
新
設
）

二
（
職
員
の
任
免
）
第
四
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
期

間
業
務
職
員
を
い
い
、
人
事
院
の
定
め
る
も
の
を
除

く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
期

間
業
務
職
員
の
申
告
を
考
慮
し
て
当
該
期
間
業
務
職
員

の
勤
務
時
間
を
定
め
る
こ
と
が
公
務
の
運
営
に
支
障
が

な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
期
間
業
務
職

員
の
申
告
を
経
て
、
四
週
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
週

を
単
位
と
し
て
人
事
院
の
定
め
る
期
間
ご
と
の
期
間
に

つ
き
常
勤
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
を
超
え



な
い
よ
う
に
当
該
期
間
業
務
職
員
の
勤
務
時
間
を
定
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
年
次
休
暇
以
外
の
休
暇
）

（
年
次
休
暇
以
外
の
休
暇
）

第
四
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

第
四
条

各
省
各
庁
の
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

に
は
、
非
常
勤
職
員
（
第
八
号
、
第
九
号
、
第
十
二
号

に
は
、
非
常
勤
職
員
（
第
八
号
、
第
九
号
、
第
十
二
号

及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
人
事
院

及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
人
事
院

の
定
め
る
非
常
勤
職
員
に
限
る
。
）
に
対
し
て
当
該
各

の
定
め
る
非
常
勤
職
員
に
限
る
。
）
に
対
し
て
当
該
各

号
に
定
め
る
期
間
の
有
給
の
休
暇
を
与
え
る
も
の
と
す

号
に
定
め
る
期
間
の
有
給
の
休
暇
を
与
え
る
も
の
と
す

る
。

る
。

一
～
十
二

（
略
）

一
～
十
二

（
略
）

十
三

非
常
勤
職
員
の
妻
が
出
産
す
る
場
合
で
あ
っ
て

十
三

非
常
勤
職
員
の
妻
が
出
産
す
る
場
合
で
あ
っ
て

そ
の
出
産
予
定
日
の
六
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に

そ
の
出
産
予
定
日
の
六
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
十
四
週
間
）
前
の
日
か
ら
当
該
出
産
の

あ
っ
て
は
、
十
四
週
間
）
前
の
日
か
ら
当
該
出
産
の



日
以
後
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
あ
る
場

日
以
後
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
当
該
出
産
に
係
る
子
（
規
則
一
五
―

合
に
お
い
て
、
当
該
出
産
に
係
る
子
（
勤
務
時
間
法

一
四
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
第
四

第
六
条
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
子
に
含
ま
れ
る
も

条
の
三
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
子
に
含
ま
れ
る

の
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
次
項
第
三
号
イ
及
び
ハ
を

も
の
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
次
項
第
三
号
イ
及
び
ハ

除
き
、
以
下
同
じ
。
）
又
は
小
学
校
就
学
の
始
期
に

を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
又
は
小
学
校
就
学
の
始
期

達
す
る
ま
で
の
子
（
妻
の
子
を
含
む
。
）
を
養
育
す

に
達
す
る
ま
で
の
子
（
妻
の
子
を
含
む
。
）
を
養
育

る
非
常
勤
職
員
が
、
こ
れ
ら
の
子
の
養
育
の
た
め
勤

す
る
非
常
勤
職
員
が
、
こ
れ
ら
の
子
の
養
育
の
た
め

務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

当
該
期
間
内
に
お
け
る
五
日
（
勤
務
日
ご
と
の
勤

き

当
該
期
間
内
に
お
け
る
五
日
（
勤
務
日
ご
と
の

務
時
間
の
時
間
数
が
同
一
で
な
い
非
常
勤
職
員
に

勤
務
時
間
の
時
間
数
が
同
一
で
な
い
非
常
勤
職
員
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
考
慮
し
、
人
事

あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
考
慮
し
、
人
事

院
の
定
め
る
時
間
）
の
範
囲
内
の
期
間

院
の
定
め
る
時
間
）
の
範
囲
内
の
期
間



２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
及
び
附
則
第
四
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か

ら
、
第
五
条
の
規
定
並
び
に
第
十
一
条
中
規
則
一
五
―
一
四
の
目
次
の
改
正
規
定
、
同
規
則
中
第
一
条
の
二
を
第
一
条
の
三

と
し
、
第
一
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
改
正
規
定
は
令
和
六
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
勤
務
時
間
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

各
省
各
庁
の
長
（
勤
務
時
間
法
第
三
条
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
の
長
を
い
う
。
）
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関

す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
七
十
三
号
。
附
則
第
四
条
に
お
い
て
「
令
和
五
年
改
正
法
」
と

い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三

項
（
育
児
休
業
法
第
十
七
条
（
育
児
休
業
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
ろ
う
と
す
る
場
合
又
は
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
四
項
の



規
定
に
よ
り
週
休
日
を
設
け
、
及
び
勤
務
時
間
を
割
り
振
ろ
う
と
す
る
場
合
（
規
則
一
五
―
一
四
第
四
条
の
二
の
規
定
に
よ

り
職
員
が
選
択
す
る
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
選
択
単
位
期
間
」
と
い
う
。
）
が
一
週
間
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

に
お
い
て
、
単
位
期
間
（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
単
位
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
初
日
と
し
よ
う

と
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
四
週
間
（
選
択
単
位
期
間
が
二
週
間
又
は
三
週
間
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
週
間

又
は
三
週
間
）
を
経
過
す
る
日
が
、
施
行
日
以
後
に
到
来
す
る
と
き
は
、
同
規
則
第
四
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
単
位
期
間
の
末
日
を
施
行
日
の
前
日
以
前
と
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
単
位
期
間
を
一
週
間
、
二
週
間

又
は
三
週
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
人
事
院
規
則
一
―
三
四
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
規
則
一
―
三
四
別
表
の
八
の
表
勤
務
時
間
法
の
項
、
規
則
一
五
―
一
四
（
職
員
の

勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
項
及
び
規
則
一
五
―
一
四
―
四
〇
（
人
事
院
規
則
一
五
―
一
四
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則
）
の
項
に
掲
げ
る
人
事
管
理
文
書
（
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
規
則

一
―
三
四
別
表
の
八
の
表
勤
務
時
間
法
の
項
及
び
規
則
一
五
―
一
四
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
項
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
）
の
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



（
雑
則
）

第
四
条

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
令
和
五
年
改
正
法
及
び
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
人
事
院

が
定
め
る
。



人事院公示第○号

人事院は、人事院規則２―４（人事院の職員に対する権限の委任）第２項の規

定に基づき、平成６年人事院公示第１４号の一部改正に関し、次のとおり決定し

た。

令和６年３月２９日

人事院総裁 川 本 裕 子

１ 次の表により、改正前欄に掲げる規定（前書きを含む。以下同じ。）の傍線

を付した部分（以下「傍線部分」という。）でこれに対応する改正後欄に掲げ

る規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄

に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分が

ないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する

改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。

改 正 後 改 正 前

人事院は、人事院規則２―４（人 人事院は、人事院規則２―４（人

事院の職員に対する権限の委任）第 事院の職員に対する権限の委任）第

２項の規定に基づき、一般職の職員 ２項の規定に基づき、一般職の職員

の勤務時間、休暇等に関する法律 の勤務時間、休暇等に関する法律

（平成６年法律第３３号）、人事院 （平成６年法律第３３号）、人事院

規則１―８２（一般職の職員の給与 規則１５―１４（職員の勤務時間、

に関する法律等の一部を改正する法 休日及び休暇）及び人事院規則１５

律の一部の施行に伴う関係人事院規 ―１５（非常勤職員の勤務時間及び

則の整備等に関する人事院規則）、 休暇）に定める人事院の権限及び所

人事院規則１５―１４（職員の勤務 掌事務の一部委任に関し、次のとお

時間、休日及び休暇）及び人事院規 り決定した。

則１５―１５（非常勤職員の勤務時

黒木悠介(KUROKIYusuke)
テキストボックス
別紙２



間及び休暇）に定める人事院の権限

及び所掌事務の一部委任に関し、次

のとおり決定した。

１ （略） １ （略）

２ 委任する権限及び所掌事務 ２ 委任する権限及び所掌事務

一 （略） 一 （略）

一の二 人事院規則１―８２（一 （新設）

般職の職員の給与に関する法律

等の一部を改正する法律の一部

の施行に伴う関係人事院規則の

整備等に関する人事院規則）附

則第４条の規定に基づき、人事

院が定めることとされている経

過措置について定めること。

二 人事院規則１５―１４（職員 二 人事院規則１５―１４（職員

の勤務時間、休日及び休暇）に の勤務時間、休日及び休暇）に

規定する次に掲げる事項 規定する次に掲げる事項

(1) 第３条第１項の規定に基づ （新設）

き、人事院が定めることとさ

れている事項について定める

こと。

(2) 第３条第１項第３号の規定 (1) 第３条第１項第１号イの規

に基づき、人事院が定めるこ 定に基づき、人事院が定める

ととされている日について定 こととされている日について

めること。 定めること。

（削る） (2) 第３条第２項の規定に基づ



き、各省各庁の長が定める職

員について協議に応ずるこ

と。

(2 の 2) 第３条第２項の規定に (2 の 2) 第３条第３項（第４条

基づき、人事院が定めること の３第２項において準用する

とされている事項について定 場合を含む。）の規定に基づ

めること。 き、人事院が定めることとさ

れている事項について定める

こと。

(2 の 3) 第３条第３項の規定に (2 の 3) 第３条第４項（第４条

基づき、人事院が定めること の３第２項において準用する

とされている場合及び事項に 場合を含む。）の規定に基づ

ついて定めること。 き、人事院が定めることとさ

れている場合及び事項につい

て定めること。

(2 の 4) 第３条第４項の規定に (2 の 4) 第３条第５項（第４条

基づき、各省各庁の長が定め の３第２項において準用する

る別段の定めについて協議に 場合を含む。）の規定に基づ

応ずること及び人事院が定め き、各省各庁の長が定める別

ることとされている基準につ 段の定めについて協議に応ず

いて定めること。 ること及び人事院が定めるこ

ととされている基準について

定めること。

(3) 第３条の２第２号の規定に (3) 第４条第２項第１号若しく

基づき、人事院が定めること は第２号又は第３項第３号の

とされている事項について定 規定に基づき、人事院が定め



めること。 ることとされている事項につ

いて定めること。

(3 の 2) 第４条の３第１項第１ (3 の 2) 第４条の２の規定に基

号の規定に基づき、人事院が づき、人事院が定めることと

定めることとされている場合 されている場合及び事項につ

及び事項について定めるこ いて定めること。

と。

(3 の 3) 第４条の３第１項第２ (3 の 3) 第４条の４第３項又は

号ハの規定に基づき、人事院 第４項第３号の規定に基づ

が定めることとされている職 き、人事院が定めることとさ

員について定めること。 れている事項について定める

こと。

（削る） (3 の 4) 第４条の５第２項第２

号の規定に基づき、人事院が

定めることとされている者に

ついて定めること。

(4)～(16) （略） (4)～(16) （略）

(16 の 2) 第２３条第１項第２ （新設）

号の規定に基づき、人事院が

定めることとされている者に

ついて定めること。

(16 の 3)・(17) （略） (16 の 2)・(17) （略）

(18) 第３２条の規定に基づき、 (18) 第３２条の規定に基づき、

週休日、勤務時間を割り振ら 週休日、勤務時間の割振り、

ない日、勤務時間の割振り、 週休日の振替等、休憩時間、

週休日の振替等、休憩時間、 休息時間、宿日直勤務、超勤



休息時間、宿日直勤務、超勤 代休時間の指定又は代休日の

代休時間の指定又は代休日の 指定について各省各庁の長が

指定について各省各庁の長が 別段の定めをすることを承認

別段の定めをすることを承認 すること。

すること。

(19)・(20) （略） (19)・(20) （略）

（削る） 二の二 人事院規則１５―１４―

４０（人事院規則１５―１４

（職員の勤務時間、休日及び休

暇）の一部を改正する人事院規

則）附則第２条の規定に基づ

き、各省各庁の長がなお従前の

例によることについて協議に応

ずること。

三 人事院規則１５―１５（非常 三 人事院規則１５―１５（非常

勤職員の勤務時間及び休暇）に 勤職員の勤務時間及び休暇）に

規定する次に掲げる事項 規定する次に掲げる事項

(1) 第２条第２項の規定に基づ （新設）

き、人事院が定めることとさ

れている期間業務職員、事項

及び期間について定めるこ

と。

(2)～(15) （略） (1)～(14) （略）

３・４ （略） ３・４ （略）

２ この決定による改正は、令和７年４月１日（前書きに係る部分及び第２項第

１号の次に１号を加える部分については、令和６年３月２９日）から効力を発



生する。



 

 

令和６年３月１日  

 

 

  内閣総理大臣 岸 田 文 雄 殿 

 

 

人事院総裁 川 本 裕 子     

 

 

 人事院は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律（昭和 24 年法律第 200 号)第

３条第２項の規定に基づき、寒冷地手当の支給に関する定めについて別紙のよう

に措置されることを勧告する。 

 

黒木悠介(KUROKIYusuke)
テキストボックス
別紙３



 

 

別紙 

 

１ 国家公務員の寒冷地手当に関する法律（昭和 24 年法律第 200 号）第２条第４

項の内閣総理大臣が定める額は、同条第１項又は第２項の規定による額を同条

第４項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から一般職の職員の勤務時間、

休暇等に関する法律（平成６年法律第 33 号）第６条第１項に規定する週休日並

びに同条第３項及び同法第８条第２項において読み替えて準用する同条第１

項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた

日数を基礎として日割りによって計算して得た額とすること。 

 

２ この措置は、令和７年４月１日から実施すること。 

 


